
READREAD MEMEREAD M
E　

  2017 20172017

静岡大学情報学部静岡大学情報学部

学生便覧学生便覧

静
岡
大
学
情
報
学
部



− i −



− ii −



− 1−



− 2−



− 3−



− 4−



− 5−



− 6−



− 7−



− 8−



− 9−



− 10 −



− 11 −



− 12 −



− 13 −



− 14 −



− 15 −



− 16 −



− 17 −



− 18 −



− 19 −



− 20 −



− 21 −



− 22 −



− 23 −



− 24 −



− 25 −



− 26 −



− 27 −



− 28 −



− 29 −



− 30 −



− 31 −



− 32 −



− 33 −



− 34 −



− 35 −



− 36 −



− 37 −



− 38 −



− 39 −



− 40 −



− 41 −



− 42 −



− 43 −



− 44 −



− 45 −



− 46 −



− 47 −



− 48 −



− 49 −



− 50 −



− 51 −



− 52 −



− 53 −



− 54 −



− 55 −



− 56 −



− 57 −



− 58 −



− 59 −



− 60 −



− 61 −



− 62 −



− 63 −



− 64 −



− 65 −



− 66 −



− 67 −



− 68 −



− 69 −



− 70 −



− 71 −



− 72 −



− 73 −

会議室会議室

高柳記念未来技術創造館高柳記念未来技術創造館

イノベーション社会連携推進機構イノベーション社会連携推進機構

化学第1実験室化学第1実験室

廃液処理室廃液処理室

工学部1号館工学部1号館

総合研究棟総合研究棟

1-31(3F)1-31(3F)

1-32(3F)1-32(3F)

1-33(3F)1-33(3F)

6-22(2F)6-22(2F)
6-12(1F)6-12(1F) 情12(1F)情12(1F)

情27
(2F)
情27
(2F)

情13(1F)情13(1F)
情24(2F)情24(2F)情22(2F)情22(2F)

情26・情25(2F)情26・情25(2F)
情14(1F)情14(1F)

2-11(1F)2-11(1F)
2-22(2F)2-22(2F)

8-11(1F)8-11(1F)
8-21(2F)8-21(2F)

2-21(2F)2-21(2F)

女子更衣室(2F)
学生相談室(3F)

計算機室1・2(2F)
日本語教室(3F)

保健サンター(2F)

女子更衣室(2F)
学生相談室(3F)

計算機室1・2(2F)
日本語教室(3F)

保健サンター(2F)

女子更衣室(2F)
学生相談室(3F)

計算機室1・2(2F)
日本語教室(3F)

保健センター(2F)

女子更衣室(2F)
学生相談室(3F)

計算機室1・2(2F)
日本語教室(3F)

保健センター(2F)

2-31(3F)2-31(3F)

教員控室(1F)教員控室(1F)

守衛所守衛所

二
輪
車
置
場

二
輪
車
置
場

電子計算機室(3F)電子計算機室(3F)

生物実験室(1F)
化学第2実験室(1F)

物理第1～4実験室(2F)

生物実験室(1F)
化学第2実験室(1F)

物理第1～4実験室(2F)

教養教育掲示板教養教育掲示板
5-24(2F)5-24(2F)

5-22(2F)5-22(2F)

5-11(1F)5-11(1F)
5-21(2F)5-21(2F)
5-31(3F・マルチメディア)5-31(3F・マルチメディア)

5-23(2F)5-23(2F)

3-31(3F)3-31(3F)

ナノデバイス作製・
評価センター

ナノデバイス作製・
評価センター

情23(2F)情23(2F)

6-11(1F)6-11(1F)
6-21(2F)6-21(2F)

総31～総34(3F)総31～総34(3F)

工学部4号館工学部4号館

工 学 部 3 号 館工 学 部 3 号 館

工学部2号館工学部2号館

工学部5号館工学部5号館

工学部8号館工学部8号館

体育教員準備室(4F)体育教員準備室(4F)

情報基盤センター
(2F)

情報基盤センター
(2F)

情報学部2号館情報学部2号館

情報学部
1号館
情報学部
1号館

総21～総24(2F)総21～総24(2F)

自転車専用駐輪場自転車専用駐輪場

自転車専用駐輪場自転車専用駐輪場テニスコートテニスコート

南　門南　門

北　門北　門

和　地　山　グ　ラ　ウ　ン　ド和　地　山　グ　ラ　ウ　ン　ド

正

　門

正

　門

静
岡
大
学
バ
ス
停

静
岡
大
学
バ
ス
停

六
間
坂
上
バ
ス
停

六
間
坂
上
バ
ス
停

プ

　ー

　ル

プ

　ー

　ル

ＰＰ
ＰＰ

ＰＰ

ＮＮ

西

　門

西

　門

も
の
づ
く
り
館

   

（
工
事
中
）

も
の
づ
く
り
館

   

（
工
事
中
）

次
世
代
も
の
づ
く
り

　
　人
材
育
成
セ
ン
タ
ー

次
世
代
も
の
づ
く
り

　
　人
材
育
成
セ
ン
タ
ー

ホールホール
課外活動
共用施設
課外活動
共用施設

佐 鳴 会 館佐 鳴 会 館武 道 場武 道 場

学生会館
南会館

学生会館
南会館

体
育
館

体
育
館運　動　場運　動　場

自転車専用駐輪場自転車専用駐輪場 原
付
駐
輪
場

原
付
駐
輪
場

電
子
工
学
研
究
所

電
子
工
学
研
究
所

弓　道　場弓　道　場

工学部6号館工学部6号館
学生会館
北 会 館
学生会館
北 会 館

創 造 科 学
技術大学院
創 造 科 学
技術大学院

光創起イノベーション
研究拠点棟
光創起イノベーション
研究拠点棟

S-Port（附属図書館分館・学生支援棟）S-Port（附属図書館分館・学生支援棟）

工学部7号館工学部7号館

浜松キャンパス建物配置図・教室名浜松キャンパス建物配置図・教室名

浜松教務課
　情報学部教務係
　工学部教務係
　共通教育係
浜松学生支援課
　学生支援係
　留学生係
　就職支援係

浜松教務課
　情報学部教務係
　工学部教務係
　共通教育係
浜松学生支援課
　学生支援係
　留学生係
　就職支援係

セミナールーム・CALL教室（2F）セミナールーム・CALL教室（2F）

7-11,7-12(1F)7-11,7-12(1F)

工学部教務係掲示板
学生支援係掲示板
就職支援係掲示板

工学部教務係掲示板
学生支援係掲示板
就職支援係掲示板

（1F東側）（1F東側）

共通講義棟
（工事中）
共通講義棟

（工事中）



− 74 −



− 75 −



− 76 −



− 77 −



− 78 −



− 79 −



− 80 −80 

 
Ⅹ 規則 

静岡大学の規則集は静岡大学 Web ページに掲載されてい
ます。 

 

大学紹介＞静岡大学規則集 

http://reiki.adb.shizuoka.ac.jp/  
 

１ 全学関係 
 
ここに記載されていない規則等は静岡大学Webページの

他、以下の資料中に掲載されています。 
・ 静岡大学学務部発行「学生生活の手引き」 
・ 静岡大学大学教育センター発行「全学教育科目履修

案内」 
［1］ 国立大学法人静岡大学学則「学生生活の手引き」参
照 
［2］ 静岡大学学部共通細則「学生生活の手引き」参照 
［3］ 静岡大学全学教育科目規程 「全学教育科目履修案内」

参照 
 
［4］ 他の大学等において修得した単位の認定に関する規程 

平成 8年 3月 13日 

（趣旨） 

第1条 この規程は、国立大学法人静岡大学学則（昭和24
年12月21日制定。以下「学則」という。）第34条に規定す
る他の大学等における授業科目の履修による単位の認

定(以下「単位認定」という。) について必要な事項を定
める。 

（単位認定の対象とする他の大学等） 

第2条 単位認定の対象とすることができる他の大学等は、

次の各号に掲げるとおりとする。 

(1) 大学間(学部間を含む。) 交流協定締結大学 

(2) 短期留学推進制度(派遣)実施要項(平成8年5月11
日文部大臣裁定)に基づく派遣先大学 

(3) 放送大学 

(4) その他修学上支障がないと認められる大学又は短期
大学 

（事前届出） 

第3条 単位認定を受ける目的をもって他の大学等において

授業科目を履修しようとする学生は、事前に指導教員に

届け出るものとする。 

（申請手続） 

第4条 単位認定を受けようとする学生(以下「申請者」とい
う。) は、原則として学期の始めに、他の大学等において
修得した単位に係る単位認定申請書 (別記様式第1) 
に成績証明書その他必要書類を添えて、所属する学部

長（地域創造学環については地域創造学環長）又は大

学教育センター長（以下「学部長等」という。）を経て学長

に申請するものとする。 

（審査） 

第5条 学部長等は、前条の申請があったときは、専門科目

に相当する単位については当該学部で、教養科目に相

当する単位については大学教育センターで審査する。た

だし、専門科目及び教養科目のうち、学環指定科目の単

位については地域創造学環で審査することができるもの

とする。 

（単位認定） 

第6条 単位認定は、当該授業科目の関係教員(以下「関係
教員」という。) の判定に基づき、専門科目に相当する単
位については教授会の、教養科目に相当する単位につ

いては大学教育センター運営委員会の議を経て行う。た

だし、専門科目及び教養科目のうち、学環指定科目の単

位については地域創造学環運営会議の議を経て行うこと

ができるものとする。 

2 関係教員は、必要に応じ、申請者に対し試問を行い又は

必要な資料の提出を求めることができる。 

（申請者への通知） 

第7条 学長は、単位認定の結果を、他の大学等において

修得した単位に係る単位認定通知書(別記様式第2)によ
り申請者に通知するものとする。 

（履修指導） 

第8条 単位認定を行ったときは、指導教員及び関係教員は、

学則第29条の趣旨を踏まえ、本学在学中における授業
科目の履修に関し適切な指導を行うものとする。 

（補則） 
第9条 この規程に定めるもののほか、単位認定に関し必要

な事項は、静岡大学教務委員会が別に定める。 

附 則（平成18年2月15日規程） 
1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。 

2 平成17年度以前に入学した学生については、この規程に
よる改正後の他の大学等において修得した単位の認定

に関する規程の規定にかかわらず、なお従前の例によ

る。 

別記様式第1 他の大学等において修得した単位に係る単

位認定申請書（略） 

別記様式第2 他の大学等において修得した単位に係る単

位認定通知書（略） 

 
［5］ 大学以外の教育施設等における学修の単位の認定に

関する規程 
平成 8年 3月 13日 

（趣旨） 

第1条 この規程は、国立大学法人静岡大学学則（昭和24
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(4) 専修学校の専門課程のうち修業年限が2年以上のも
のにおける学修で、大学教育に相当する水準を有す
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2 前項に定めるもののほか、各学部が必要と認めた場合は、

当該学部が別に定めるところにより、次の各号に掲げる

学修の全部又は一部を単位認定の対象とすることができ

る。 

(1) 教育職員免許法(昭和24年法律第147号)別表第3備
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大学又は短期大学が行う講習又は公開講座におけ

る学修 

(2) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第9条の5の規
定により文部科学大臣の委嘱を受けて大学又は短期

大学が行う社会教育主事の講習における学修 
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り文部科学大臣の委嘱を受けて大学又は短期大学
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(5) 青少年及び成人の学習活動に係る知識・技能審査
事業の認定に関する規則(平成12年文部省令第25
号又は技能審査の認定に関する規則(昭和42年文
部省告示第237号)による文部科学大臣の認定を受
けた技能審査の合格に係る学修 

(6) アメリカ合衆国の営利を目的としない法人であるエデ
ュケーショナル・テスティング・サービスが英語の能力

を判定するために実施するトフル及びトーイックにお

ける成果に係る学修 

（事前届出） 

第3条 単位認定を受ける目的をもって他の大学以外の教

育施設等において学修しようとする学生は、事前に指導

教員に届け出るものとする。 

（申請手続） 

第4条 単位認定を受けようとする学生(以下「申請者」とい
う。)は、原則として学期の始めに、大学以外の教育施設
等における学修に係る単位認定申請書(別記様式第1)
に成績証明書その他必要書類を添えて、所属する学部

長（地域創造学環については地域創造学環長）又は大

学教育センター長（以下「学部長等」という。）を経て学長

に申請するものとする。 

（審査） 

第5条 学部長等は、前条の申請があったときは、専門科目

に相当する単位については当該学部で、教養科目に相

当する単位については大学教育センターで審査する。た

だし、専門科目及び教養科目のうち、学環指定科目の単

位については地域創造学環で審査することができるもの

とする。 

（単位認定） 

第6条 単位認定は、当該授業科目の関係教員(以下「関係
教員」という。) の判定に基づき、専門科目に相当する単
位については教授会の、教養科目に相当する単位につ

いては大学教育センター運営委員会の議を経て行う。た

だし、専門科目及び教養科目のうち、学環指定科目の単

位については地域創造学環運営会議の議を経て行うこと

ができるものとする。 

2 関係教員は、必要に応じ、申請者に対し試問を行い又は

必要な資料の提出を求めることができる。 

（申請者への通知） 

第7条 学長は、単位認定の結果を、大学以外の教育施設

等における学修に係る単位認定通知書(別記様式第2)
により申請者に通知するものとする。 

（履修指導） 

第8条 単位認定を行ったときは、指導教員及び関係教員は、

学則第29条の趣旨を踏まえ、本学在学中における授業
科目の履修に関し適切な指導を行うものとする。 

（補則） 

第9条 この規程に定めるもののほか、単位認定に関し必要

な事項は、大学教育センターが別に定める。 

附 則（平成18年2月15日規程） 
1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。 

2 平成17年度以前に入学した学生については、この規程に
よる改正後の大学以外の教育施設等における学修の単

位の認定に関する規程の規定にかかわらず、なお従前

の例による。 

別記様式第1 大学以外の教育施設等における学修に係る

単位認定申請書（略） 

別記様式第2 大学以外の教育施設等における学修に係る

単位認定通知書（略） 

 

 [6] 入学前の既修得単位等の単位の認定に関する規程 
平成 8年 3月 13日 

（趣旨） 

第1条 この規程は、国立大学法人静岡大学学則(昭和24年
12月21日制定。以下「学則」という。) 第36条に規定する
入学前の既修得単位等の認定 (以下「単位認定」とい
う。) について必要な事項を定める。 

（単位認定の対象とする入学前の既修得単位等） 

第2条 単位認定の対象とすることができる入学前の既修得

単位等は、次の各号に掲げるとおりとする。 

(1) 学則第36条第1項の規定による大学又は短期大学
(外国の大学又はこれに相当する高等教育機関を含
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む。) において履修した授業科目について修得した
単位 (科目等履修生として修得した単位を含む。) 

(2) 学則第36条第2項の規定による大学以外の教育施
設等における学修のうち、次に掲げるもの 

ア 短期大学又は高等専門学校の専攻科における学修 

イ 大学の専攻科における学修 

ウ 高等専門学校の課程における学修で、大学教育に相当

する水準を有するもの 

エ 専修学校の専門課程のうち修業年限が2年以上のもの
における学修で、大学教育に相当する水準を有するもの 

2 前項に定めるもののほか、各学部が必要と認めた場合は、

当該学部が別に定めるところにより、次の各号に掲げる

学修の全部又は一部を単位認定の対象とすることができ

る。 

(1) 教育職員免許法(昭和24年法律第147号)別表第3備
考第6号の規定により文部科学大臣の認定を受けて
大学又は短期大学が行う講習又は公開講座におけ

る学修 

(2) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第9条の5の規
定により文部科学大臣の委嘱を受けて大学又は短期

大学が行う社会教育主事の講習における学修 

(3) 図書館法(昭和25年法律第118号)第6条の規定によ
り文部科学大臣の委嘱を受けて大学又は短期大学

が行う司書及び司書補の講習における学修 

(4) 学校図書館法(昭和28年法律第185号)第5条第3項
の規定により文部科学大臣の委嘱を受けて大学又は

短期大学が行う司書教諭の講習における学修 

(5) 青少年及び成人の学習活動に係る知識・技能審査
事業の認定に関する規則（平成12年文部省令第25
号）又は技能審査の認定に関する規則(昭和42年文
部省告示第237号)による文部科学大臣の認定を受
けた技能審査の合格に係る学修 

(6) アメリカ合衆国の営利を目的としない法人であるエデ
ュケーショナル・テスティング・サービスが英語の能力

を判定するために実施するトフル及びトーイックにお

ける成果に係る学修 

（申請手続） 

第3条 単位認定を受けようとする学生(以下「申請者」とい
う。)は、入学した学期の始めまでに、入学前の既修得単
位等に係る単位認定申請書(別記様式第1)に成績証明
書その他必要書類を添えて、所属する学部長（地域創造

学環については地域創造学環長）又は大学教育センタ

ー長（以下「学部長等」という。）を経て学長に申請するも

のとする。 

（審査） 

第4条 学部長等は、前条の申請があったときは、専門科目

に相当する単位については当該学部で、教養科目に相

当する単位については大学教育センターで審査する。た

だし、専門科目及び教養科目のうち、学環指定科目の単

位については地域創造学環で審査することができるもの

とする。 

（単位認定） 

第5条 単位認定は、当該授業科目の関係教員(以下「関係
教員」という。) の判定に基づき、専門科目に相当する単
位については教授会の、教養科目に相当する単位につ

いては大学教育センター運営委員会の議を経て行う。た

だし、専門科目及び教養科目のうち、学環指定科目の単

位については地域創造学環運営会議の議を経て行うこと

ができるものとする。 

2 関係教員は、必要に応じ、申請者に対し試問を行い又は

必要な資料の提出を求めることができる。 

（申請者への通知） 

第6条 学長は、単位認定の結果を、入学前の既修得単位

等に係る単位認定通知書(別記様式第2)により申請者に
通知するものとする。 

（履修指導） 

第7条 単位認定を行ったときは、指導教員及び関係教員は、

学則第29条の趣旨を踏まえ、本学在学中における授業
科目の履修に関し適切な指導を行うものとする。 

（補則） 

第8条 この規程に定めるもののほか、単位認定に関し必要

な事項は、大学教育センターが別に定める。 

附 則（平成18年2月15日規程） 
この規程は、平成18年4月1日から施行する。 

別記様式第1 入学前の既修得単位等に係る単位認定申請

書（略） 

別記様式第2 入学前の既修得単位等に係る単位認定通知

書（略） 

 

［7］ 静岡大学研究生規程 
昭和 33年 5月 14日 

第1条 学則第67条の規定に基づいて、この規程を定める。 

第2条 研究生を志望する者は、所定の願書に、研究事項を

記載し、履歴書を添えて、学部長又は附置研究所長を

経て、学長に提出しなければならない。 

2 研究生を志望する者が、現職教育のため任命権者の命

により派遣される教員等であるときは、前項に定める書類

のほか、当該任命権者の派遣委託書を提出しなければ

ならない。 

第3条 研究生の入学の時期は、学年の初めとする。ただし、

特別の事情があるときは、この限りでない。 

第4条 研究生の選考は、当該学部又は附置研究所におい

て行う。 

第5条 授業料は、国立大学法人静岡大学授業料等料金体

系規則に定める額とし、在学予定期間に応じ6月分に相
当する額を当該期間の当初の月に納めなければならな

い。ただし、在学予定期間が6月未満であるときはその期
間分に相当する額とする。 

第6条 研究生を志望する者は、検定料として、国立大学法

人静岡大学授業料等料金体系規則に定める額を納めな

ければならない。 

第7条 研究生の入学選考に合格した者は、入学料として国

立大学法人静岡大学授業料等料金体系規則に定める
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む。) において履修した授業科目について修得した
単位 (科目等履修生として修得した単位を含む。) 

(2) 学則第36条第2項の規定による大学以外の教育施
設等における学修のうち、次に掲げるもの 

ア 短期大学又は高等専門学校の専攻科における学修 

イ 大学の専攻科における学修 

ウ 高等専門学校の課程における学修で、大学教育に相当

する水準を有するもの 

エ 専修学校の専門課程のうち修業年限が2年以上のもの
における学修で、大学教育に相当する水準を有するもの 

2 前項に定めるもののほか、各学部が必要と認めた場合は、

当該学部が別に定めるところにより、次の各号に掲げる

学修の全部又は一部を単位認定の対象とすることができ

る。 

(1) 教育職員免許法(昭和24年法律第147号)別表第3備
考第6号の規定により文部科学大臣の認定を受けて
大学又は短期大学が行う講習又は公開講座におけ

る学修 

(2) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第9条の5の規
定により文部科学大臣の委嘱を受けて大学又は短期

大学が行う社会教育主事の講習における学修 

(3) 図書館法(昭和25年法律第118号)第6条の規定によ
り文部科学大臣の委嘱を受けて大学又は短期大学

が行う司書及び司書補の講習における学修 

(4) 学校図書館法(昭和28年法律第185号)第5条第3項
の規定により文部科学大臣の委嘱を受けて大学又は

短期大学が行う司書教諭の講習における学修 

(5) 青少年及び成人の学習活動に係る知識・技能審査
事業の認定に関する規則（平成12年文部省令第25
号）又は技能審査の認定に関する規則(昭和42年文
部省告示第237号)による文部科学大臣の認定を受
けた技能審査の合格に係る学修 

(6) アメリカ合衆国の営利を目的としない法人であるエデ
ュケーショナル・テスティング・サービスが英語の能力

を判定するために実施するトフル及びトーイックにお

ける成果に係る学修 

（申請手続） 

第3条 単位認定を受けようとする学生(以下「申請者」とい
う。)は、入学した学期の始めまでに、入学前の既修得単
位等に係る単位認定申請書(別記様式第1)に成績証明
書その他必要書類を添えて、所属する学部長（地域創造

学環については地域創造学環長）又は大学教育センタ

ー長（以下「学部長等」という。）を経て学長に申請するも

のとする。 

（審査） 

第4条 学部長等は、前条の申請があったときは、専門科目

に相当する単位については当該学部で、教養科目に相

当する単位については大学教育センターで審査する。た

だし、専門科目及び教養科目のうち、学環指定科目の単

位については地域創造学環で審査することができるもの

とする。 

（単位認定） 

第5条 単位認定は、当該授業科目の関係教員(以下「関係
教員」という。) の判定に基づき、専門科目に相当する単
位については教授会の、教養科目に相当する単位につ

いては大学教育センター運営委員会の議を経て行う。た

だし、専門科目及び教養科目のうち、学環指定科目の単

位については地域創造学環運営会議の議を経て行うこと

ができるものとする。 

2 関係教員は、必要に応じ、申請者に対し試問を行い又は

必要な資料の提出を求めることができる。 

（申請者への通知） 

第6条 学長は、単位認定の結果を、入学前の既修得単位

等に係る単位認定通知書(別記様式第2)により申請者に
通知するものとする。 

（履修指導） 

第7条 単位認定を行ったときは、指導教員及び関係教員は、

学則第29条の趣旨を踏まえ、本学在学中における授業
科目の履修に関し適切な指導を行うものとする。 

（補則） 

第8条 この規程に定めるもののほか、単位認定に関し必要

な事項は、大学教育センターが別に定める。 

附 則（平成18年2月15日規程） 
この規程は、平成18年4月1日から施行する。 

別記様式第1 入学前の既修得単位等に係る単位認定申請

書（略） 

別記様式第2 入学前の既修得単位等に係る単位認定通知

書（略） 

 

［7］ 静岡大学研究生規程 
昭和 33年 5月 14日 

第1条 学則第67条の規定に基づいて、この規程を定める。 

第2条 研究生を志望する者は、所定の願書に、研究事項を

記載し、履歴書を添えて、学部長又は附置研究所長を

経て、学長に提出しなければならない。 

2 研究生を志望する者が、現職教育のため任命権者の命

により派遣される教員等であるときは、前項に定める書類

のほか、当該任命権者の派遣委託書を提出しなければ

ならない。 

第3条 研究生の入学の時期は、学年の初めとする。ただし、

特別の事情があるときは、この限りでない。 

第4条 研究生の選考は、当該学部又は附置研究所におい

て行う。 

第5条 授業料は、国立大学法人静岡大学授業料等料金体

系規則に定める額とし、在学予定期間に応じ6月分に相
当する額を当該期間の当初の月に納めなければならな

い。ただし、在学予定期間が6月未満であるときはその期
間分に相当する額とする。 

第6条 研究生を志望する者は、検定料として、国立大学法

人静岡大学授業料等料金体系規則に定める額を納めな

ければならない。 

第7条 研究生の入学選考に合格した者は、入学料として国

立大学法人静岡大学授業料等料金体系規則に定める
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額を納めなければならない。 

第7条の2 現職教育のため任命権者の命により派遣される

教員等については、前3条の規定にかかわらず、授業料、
入学料及び検定料は徴収しない。 

第8条 納付した授業料、入学料及び検定料は、いかなる事

情があっても還付しない。 

第9条 研究生は、中途で退学しようとするときは、その旨を

学部長又は附置研究所長に願い出て、学長の許可を受

けなければならない。 

第10条 研究生に適しないと認めた者は、教授会の議に基

づき、学部長又は附置研究所長の申請により、学長がこ

れを除籍する。 

附 則 (平成 16年 4月 1日規程)  
この規則は、平成 16年 4月 1日から施行する。 

 
［8］ 静岡大学科目等履修生規程 

平成 4年 3月 19日 

第1条 国立大学法人静岡大学学則第67条の規定に基づ
いて、この規程を定める。 

第2条 科目等履修生の入学の時期は、学年又は学期の始

めとする。 

第3条 科目等履修生を志望する者は、入学願書に検定料

及び所定の書類を添えて、学部長を経て学長に提出し

なければならない。 

第4条 前条の入学志望者については、別に定めるところに

より選考を行う。 

第5条 前条の選考結果に基づき合格の通知を受けた者は、

所定の期日までに、所定の書類を提出するとともに、入

学料を納付しなければならない。 

2 学長は、前項の入学手続きを完了した者に入学を許可す

る。 

第6条 授業料、入学料及び検定料の額は、国立大学法人

静岡大学授業料等料金体系規則に定める額とする。 

2 授業料は、その年度内の履修予定期間に応じ6月分に相
当する額を当該期間の当初の月に納めなければならな

い。ただし、在学予定期間が6月未満であるときはその期
間分に相当する額とする。 

3 特殊教育内地留学生及び現職教育のため任命権者の命

により派遣された教員等が併せて科目等履修生として入

学する場合は授業料を徴収し、入学料及び検定料は徴

収しない。 
4 受託事業により科目等履修生として受け入れる者の授業

料、入学料及び検定料は徴収しないことができる。 

第7条 納付した授業料、入学料及び検定料は、いかなる事

情があっても還付しない。 

第8条 科目等履修生に適しないと認めた者は、教授会の議

に基づき学部長の申請により、学長がこれを除籍する。 

附 則 (平成 20年 9月 4日規程)  

この規則は、平成 20年 10月 1日から施行する。 

 

［9］ 静岡大学聴講生規程 
昭和 26年 3月 7日 

第1条 学則第67条の規定に基づいて、この規程を定める。 

第2条 聴講生の入学の時期は、学年又は学期の始めとす

る。 

第3条 聴講生を志望する者は、入学願書に検定料及び所

定の書類を添えて、学部長を経て学長に提出しなければ

ならない。 

第4条 前条の入学志望者については、別に定めるところに

より選考を行う。 

第5条 前条の選考結果に基づき合格の通知を受けた者は、

所定の期日までに、所定の書類を提出するとともに、入

学料を納付しなければならない。 

2 学長は、前項の入学手続きを完了した者に入学を許可す

る。 

第6条 授業料、入学料及び検定料の額は、国立大学法人

静岡大学授業料等料金体系規則に定める額とする。 

2 授業料は、その年度内の聴講予定期間に応じ6月分に相
当する額を当該期間の当初の月に納めなければならな

い。ただし、在学予定期間が6月未満であるときはその期
間分に相当する額とする。 

3 特殊教育内地留学生及び現職教育のため任命権者の命

により派遣された教員等が併せて聴講生として入学する

場合は授業料、入学料及び検定料は徴収しない。 

第7条 納付した授業料、入学料及び検定料は、いかなる事

情があっても還付しない。 

第8条 聴講生に適しないと認めた者は、教授会の議に基づ

き学部長の申請により、学長がこれを除籍する。 

附 則 (平成 16年 4月 1日規程)  
この規則は、平成 16年 4月 1日から施行する。 

 

［10］ 静岡大学特別聴講学生規程 
昭和 49年 7月 17日 

第1条 学則第67条の規定に基づき、この規程を定める。 

第2条 特別聴講学生を志望する者は、所定の願書に授業

科目名及び履修期間を記載し、所属する大学又は短期

大学の許可書を添えて、学部長を経て学長に提出しな

ければならない。 

第3条 特別聴講学生の入学の時期は、学期の初めとす

る。 

第4条 特別聴講学生の授業料は、国立大学法人静岡大学

授業料等料金体系規則に定める額として、在学予定期

間に応じ、6月分に相当する額を当該期間の当初の月に
納めなければならない。ただし、次の各号に掲げる特別

聴講学生の授業料は、徴収しない。 

(1) 国立大学又は国立短期大学の学生 

(2) 大学間相互単位互換協定に基づき、授業料を不徴
収とする公立の大学若しくは短期大学又は私立の大

学若しくは短期大学の学生 

(3) 大学間交流協定に基づき、授業料等を不徴収とする
外国人留学生 
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(4) 特別聴講学生の検定料及び入学料は、徴収しない。 

第5条 納付した授業料は、いかなる事情があっても返還し

ない。 

第6条 特別聴講学生は、履修した授業科目につき、試験を

受け、単位を修得するものとする。 

附 則（平成18年10月2日規程） 
この規程は、平成18年10月2日から施行し、平成18年10月1
日から適用する。 
 
［11］ 静岡大学外国人学生規程 

昭和 37年 12月 22日 

第1条 国立大学法人静岡大学学則（以下「学則」という。）

第68条第2項の規定に基づいて、この規程を定める。 

第2条 外国人学生とは、日本の国籍を有しない者で、本学

に入学を許可された者をいう。 

第3条 外国人で、学部学生、研究生、科目等履修生又は

聴講生として入学を志望する者(以下「入学志望者」とい
う。) があるときは、当該学部教授会の選考を経て、学長
が入学を許可する。 

第4条 前条の学部学生、科目等履修生又は聴講生として

入学することのできる者は、次の各号のいずれかに該当

する者とする。 

(1) 外国において、学校教育における12年の課程を修
了した者又はこれと同等以上の学力があると認めら

れた者 

(2) 日本において、高等学校を卒業した者又はこれと同
等以上の学力があると認められた者 

第5条 研究生として入学することのできる者は、次の各号の

いずれかに該当するものとする。 

(1) 外国において、学校教育における16年の課程を修
了した者又はこれと同等以上の学力があると認めら

れた者 

(2) 日本において、大学を卒業した者又はこれと同等以
上の学力があると認められた者 

第6条 入学の選考は一般入学志望者と同じ方法で行う。 

2 第4条第1号又は第5条第1号に該当する者で前項により
難い事情があると認めた場合は、特別の選考を行うこと

ができる。 

第7条 前条第2項により入学を許可された学部学生につい
ては定員外とすることができる。 

第8条 入学志望者は、次の各号に定められた書類に所定

の検定料を添え、当該学部長を経て学長に願い出なけ

ればならない。 

(1) 第4条第1号に該当する者は、次の書類を提出しなけ
ればならない。 

ア 外国人学生入学願書 

イ 健康診断書 

ウ 写真 

エ 最終出身学校の学業成績証明書及び卒業(修了)証

書の写し 

(2) 第4条第2号に該当する者は、一般入学志望者と同じ
書類を提出しなければならない。 

(3) 第5条に該当する者の提出書類は前各号に準ずる。 

第9条 本学に編入学及び転入学を志望する者は、第6条か
ら第8条までに規定するところに準じて取り扱うものとする
ほか、特に本学所定の一般教育科目、外国語科目、保

健体育科目、基礎教育科目、専門教育科目等について

の学力検査を行い、既に修得した科目単位を換算して、

学長は相当年次に入学を許可することができる。 

第10条 本学所定の課程を履修し、又は所定の単位を修得

したときは、学長は学部長の認定により学位記、修業証

書又は証明書を授与することができる。 

第11条 国費外国人留学生制度実施要項(昭和29年3月
31日文部大臣裁定)に基づく、国費外国人留学生の検
定料、入学料及び授業料はこれを徴収しない。 

2 大学間交流協定等に特に定めがある場合又は学長が特

に必要と認める場合は、外国人学生の検定料、入学料

及び授業料は徴収しない。 

第12条 学部長は、教授会の議を経て、学長の承認により外

国人学生に関する細則を定めることができる。 

第13条 学則中学生に関する規定並びに研究生規程、科

目等履修生規程及び聴講生規程は、外国人学生に準

用する。 

附 則 (平成 22年 7月 21日規程)  
この規則は、平成 22年 7月 21日から施行する。 

 
［12］ 静岡大学授業料等免除及び徴収猶予の取扱いに関す

る規則 「学生案内」参照 
 
２ 情報学部関係 

 
平成 7年 10月 18日 

［1］ 静岡大学情報学部規則 
（趣旨） 

第1条 この規則は、国立大学法人静岡大学学則(昭和24年
12月21日制定)に基づき、静岡大学情報学部(以下「本
学部」という。) における教育その他必要な事項を定め
る。 

(教育研究上の目的) 
第1条の2 本学部は、人間の営みと情報技術が調和した豊

かな社会の実現を目指す情報学の教育研究を推進し、２

１世紀の情報社会で先導的役割を果たす深い教養と豊

かな専門知識及び高度な実践力を有する人材を育成す

ることを目的とする。 
（学科） 

第2条 本学部は、学則第4条に規定する次の学科で構成す
る。 

 情報科学科 
行動情報学科 

 情報社会学科 
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(4) 特別聴講学生の検定料及び入学料は、徴収しない。 

第5条 納付した授業料は、いかなる事情があっても返還し

ない。 

第6条 特別聴講学生は、履修した授業科目につき、試験を

受け、単位を修得するものとする。 

附 則（平成18年10月2日規程） 
この規程は、平成18年10月2日から施行し、平成18年10月1
日から適用する。 
 
［11］ 静岡大学外国人学生規程 

昭和 37年 12月 22日 

第1条 国立大学法人静岡大学学則（以下「学則」という。）

第68条第2項の規定に基づいて、この規程を定める。 

第2条 外国人学生とは、日本の国籍を有しない者で、本学

に入学を許可された者をいう。 

第3条 外国人で、学部学生、研究生、科目等履修生又は

聴講生として入学を志望する者(以下「入学志望者」とい
う。) があるときは、当該学部教授会の選考を経て、学長
が入学を許可する。 

第4条 前条の学部学生、科目等履修生又は聴講生として

入学することのできる者は、次の各号のいずれかに該当

する者とする。 

(1) 外国において、学校教育における12年の課程を修
了した者又はこれと同等以上の学力があると認めら

れた者 

(2) 日本において、高等学校を卒業した者又はこれと同
等以上の学力があると認められた者 

第5条 研究生として入学することのできる者は、次の各号の

いずれかに該当するものとする。 

(1) 外国において、学校教育における16年の課程を修
了した者又はこれと同等以上の学力があると認めら

れた者 

(2) 日本において、大学を卒業した者又はこれと同等以
上の学力があると認められた者 

第6条 入学の選考は一般入学志望者と同じ方法で行う。 

2 第4条第1号又は第5条第1号に該当する者で前項により
難い事情があると認めた場合は、特別の選考を行うこと

ができる。 

第7条 前条第2項により入学を許可された学部学生につい
ては定員外とすることができる。 

第8条 入学志望者は、次の各号に定められた書類に所定

の検定料を添え、当該学部長を経て学長に願い出なけ

ればならない。 

(1) 第4条第1号に該当する者は、次の書類を提出しなけ
ればならない。 

ア 外国人学生入学願書 

イ 健康診断書 

ウ 写真 

エ 最終出身学校の学業成績証明書及び卒業(修了)証

書の写し 

(2) 第4条第2号に該当する者は、一般入学志望者と同じ
書類を提出しなければならない。 

(3) 第5条に該当する者の提出書類は前各号に準ずる。 

第9条 本学に編入学及び転入学を志望する者は、第6条か
ら第8条までに規定するところに準じて取り扱うものとする
ほか、特に本学所定の一般教育科目、外国語科目、保

健体育科目、基礎教育科目、専門教育科目等について

の学力検査を行い、既に修得した科目単位を換算して、

学長は相当年次に入学を許可することができる。 

第10条 本学所定の課程を履修し、又は所定の単位を修得

したときは、学長は学部長の認定により学位記、修業証

書又は証明書を授与することができる。 

第11条 国費外国人留学生制度実施要項(昭和29年3月
31日文部大臣裁定)に基づく、国費外国人留学生の検
定料、入学料及び授業料はこれを徴収しない。 

2 大学間交流協定等に特に定めがある場合又は学長が特

に必要と認める場合は、外国人学生の検定料、入学料

及び授業料は徴収しない。 

第12条 学部長は、教授会の議を経て、学長の承認により外

国人学生に関する細則を定めることができる。 

第13条 学則中学生に関する規定並びに研究生規程、科

目等履修生規程及び聴講生規程は、外国人学生に準

用する。 

附 則 (平成 22年 7月 21日規程)  
この規則は、平成 22年 7月 21日から施行する。 

 
［12］ 静岡大学授業料等免除及び徴収猶予の取扱いに関す

る規則 「学生案内」参照 
 
２ 情報学部関係 

 
平成 7年 10月 18日 

［1］ 静岡大学情報学部規則 
（趣旨） 

第1条 この規則は、国立大学法人静岡大学学則(昭和24年
12月21日制定)に基づき、静岡大学情報学部(以下「本
学部」という。) における教育その他必要な事項を定め
る。 

(教育研究上の目的) 
第1条の2 本学部は、人間の営みと情報技術が調和した豊

かな社会の実現を目指す情報学の教育研究を推進し、２

１世紀の情報社会で先導的役割を果たす深い教養と豊

かな専門知識及び高度な実践力を有する人材を育成す

ることを目的とする。 
（学科） 

第2条 本学部は、学則第4条に規定する次の学科で構成す
る。 

 情報科学科 
行動情報学科 

 情報社会学科 
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（履修プログラム） 

第2条の2 Asia Bridge Program 留学生コース（秋季入学
特別プログラム留学生コースをいう。以下「ＡＢＰ留学生コ

ース」という。）は、次の学科で履修させるものとする。 

 情報科学科 

 行動情報学科 

 情報社会学科 

（教育課程） 

第3条 本学部の教育課程は、専門科目(理系基礎科目を含
む。以下同じ。) 及び教養科目をもって編成する。 

第4条 専門科目及び教養科目の授業は、この規則及び静

岡大学全学教育科目規則の定めるところによる。 

（単位の計算） 

第5条 各授業科目の単位は、1単位の授業科目を45時間
の学修を必要とする内容をもって構成することを標準とし、

当該授業による教育効果及び授業時間外に必要な学修

を考慮して、次の基準により計算する。 

（1）専門科目 
 ア 講義については、1時間の授業に対して2時間の授業
時間外の学修を必要とするものとし、15時間の授業をも
って1単位とする。 

 イ 演習については、授業の内容により1時間の授業に対し
て2時間又は0.5時間の授業時間外の学修を必要とする
ものとし、15時間又は30時間の授業をもって1単位とす
る。 

 ウ 実験、実習及び実技については、授業の内容により1時
間の授業に対して0.5時間の授業時間外の学修を必要と
するときは30時間、授業時間外の学修を要しないときは
45時間の授業をもって1単位とする。 

 エ 講義、演習、実験、実習又は実技のうち、複数の方法

の併用により授業を行う場合は、その組み合わせに応じ、

次の換算時間表の学修時間により計算した総学修時間

数が45時間となる授業をもって1単位とする。 
授業の種類 授業1時間当たりの学修時間 

講義 3時間 

演習 授業の内容により1.5時間又は3時間 

実験、実習及

び実技 
授業の内容により1時間又は1.5時間 

（2）教養科目 
 ア 講義については、1時間の授業に対して2時間の授業
時間外の学修を必要とするものとし、15時間の授業をも
って1単位とする。 

 イ 演習については、授業の内容により1時間の授業に対し
て2時間又は0.5時間の授業時間外の学修を必要とする
ものとし、15時間又は30時間の授業をもって1単位とす
る。 

 ウ 実験、実習及び実技については、授業の内容により1時
間の授業に対して0.5時間の授業時間外の学修を必要と
するときは30時間、授業時間外の学修を要しないときは
45時間の授業をもって1単位とする。 

 エ 講義、演習、実験、実習又は実技のうち、複数の方法

の併用により授業を行う場合は、その組み合わせに応じ、

次の換算時間表の学修時間により計算した総学修時間

数が45時間となる授業をもって1単位とする。 
授業の種類 授業1時間当たりの学修時間 

講義 3時間 

演習 授業の内容により1.5時間又は3時間 

実験、実習及

び実技 
授業の内容により1時間又は1.5時間 

2 前項の規定にかかわらず、卒業研究については、これに

必要な学修等を考慮して単位数を定める。 
（授業科目及び履修方法） 

第6条 各学科の授業科目、単位数及び履修方法は、別表I
に定めるとおりとする。 

（履修登録） 

第7条 学生は、履修しようとする授業科目について、所定の

期日までに所定の手続きに従い登録しなければならな

い。 
2 前項の規定により履修登録できる単位数の上限について

は、静岡大学における履修科目の登録単位数の上限に

関する規則の定めるところによる。 

（単位の認定） 

第8条 本学部は、学修の成果に係る評価及び単位の認定

に当たっては、客観性及び厳格性を確保するため、学生

に対してその基準をあらかじめ明示するとともに、当該基

準に従って適切に行うものとする。 

（試験） 

第9条 試験は、各学期ごとに期日を定めて行う。ただし、授

業科目によっては随時行うことがある。 

2 病気その他正当と認められる事由により試験を受けること

ができなかった者は、別に定める手続きにより追試験を

受けることができる。 

（成績評価） 

第10条 成績の評価は、「秀」、「優」、「良」、「可」及び「不可」

とし、「秀」、「優」、「良」及び「可」を合格、「不可」を不合

格とする。 

（卒業研究） 

第11条 卒業研究を履修する場合には、所定の単位数を修

得していなければならない。 

（卒業認定） 

第12条 本学部において、別表IIに定める単位を修得した
者には、卒業の認定を与える。 

（他学部における授業科目の履修） 

第13条 学生は、別に定めるところにより、他の学部の授業

科目を履修することができる。 

（入学前の既修得単位等の認定） 

第14条 学生が、入学前の既修得単位等の認定を願い出た

ときは、その単位を認定することがある。 

2 認定の方法等必要な事項は、別に定める。 

（他の大学等において修得した単位の認定） 
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第15条 学生が、他の大学等において修得した単位の認定

を願い出たときは、その単位を認定することがある。 

2 認定の方法等必要な事項は、別に定める。 

（大学以外の教育施設等における学修の単位の認定） 

第16条 学生が、大学以外の教育施設等において修得した

単位の認定を願い出たときは、その単位を認定すること

がある。 

2 認定の方法等必要な事項は、別に定める。 

（教員免許） 

第17条 教員免許状を取得しようとする者は、別表IIIに定め
る所要の単位を修得しなければならない。 

（学芸員） 

第17条の2 学芸員資格を取得しようとする者は、別表IVに
定める所要の単位を修得しなければならない。 

（退学等） 

第18条 学生が、退学、休学、留学又は転学等をしようとす

るときは、所定の願書を情報学部長に提出するものとす

る。 

（転学部、転学科） 

第19条 転学部又は転学科を希望する者があるときは、選

考の上許可することがある。 

2 選考の方法、既修得単位の認定等必要な事項は、別に

定める。 

（編入学、転入学） 

第20条 本学部に編入学又は転入学を希望する者があると

きは、選考の上許可することがある。 

2 選考の方法、既修得単位の認定等必要な事項は、別に

定める。 

(研究生、科目等履修生、聴講生、特別聴講学生、短期交流
特別学部学生) 

第21条 研究生、科目等履修生、聴講生、特別聴講学生及

び短期交流特別学部学生について必要な事項は、別に

定める。 
 

（学生指導） 

第22条 学生の勉学その他の相談に応じるため、指導教員

を置く。 

（雑則） 

第23条 国立大学法人静岡大学学則、これに基づく別段の

定め及びこの規則の定めによるほか、本学部の教育課

程及び履修方法については別に定める。 

 

附 則（平成28年1月20日規則第90号） 

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。 

2 平成28年3月31日以前に入学した学生については、この
規則による改正後の静岡大学情報学部規則の規定にか

かわらず、なお従前の例による。 
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1 

 

別表Ⅰ 授業科目及び単位数（静岡大学情報学部規則第６条関係） 

授業科目及び単位数 

情報科学科（ＡＢＰ留学生コースを除く。） 

区分 授業科目 単位数 
講義・演

習の別 
年次 備考 

 
 
 
 
 
 

必 
 
 
 
 

修 

専
門
科
目
・
学
部
共
通
科
目 

情報学総論 2 講 1  

コンピュータ入門 2 講 1  

プログラミング 3 講・演 1  

コンピュータシステム演習 1 演 1  

日本語表現法 2 講 1  

学習マネジメント 2 演 1  

コミュニケーションスキルズⅠ 1 演 1  

情報倫理と法 2 講 2  

情報学方法論 1 講 2  

教 

養 

科 

目 

基軸教育科目     

英語   1 2単位必修 

初修外国語   1 2単位必修 

現代教養科目     

個別分野科目   1～3 8単位必修 

学際科目   1～3 4単位必修 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

選 
 
 
 
 
 

択 
 
 

 
 

専
門
科
目
・
学
部
共
通
科
目 

リーディングスキルズⅠ 1 演 1  

ライティングスキルズⅠ 1 演 1  

コミュニケーションスキルズⅡ 1 演 2  

リーディングスキルズⅡ 1 演 2  

ライティングスキルズⅡ 1 演 2  

リーディングスキルズⅢ 1 演 3  

コミュニケーションスキルズⅢ 1 演 3  

ライティングスキルズⅢ－1 1 演 3  

情報学特別講義Ⅰ 2 講 3  

情報学特別講義Ⅱ 2 講 3  

情報学特別講義Ⅲ 2 講 4  

ライティングスキルズⅢ－2 1 演 4  

ライティングスキルズⅢ－3 1 演 4  

 
 
 

教 

養 

科 

目 

基軸教育科目     

新入生セミナー   1  

情報処理   1  

英語   1～3 このうちから 

初修外国語   1～2 16単位選択 

健康体育   1～2  

キャリア形成科目   1  

現代教養科目     

 個別分野科目   1～3  

学際科目   1～3  

留学生科目   1  

教職等資格科目   2  

  

授業科目名及び単位数は
静岡大学全学教育科目規
程別表Ｉ情報学部（ABP
留学生コースを除く。）
（教養科目）による 

授業科目名及び単位数
は静岡大学全学教育科
目規程別表Ｉ情報学部
（ABP留学生コースを
除く。）（教養科目）
による 
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2 

 

必 

 

 

修 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

専 
 
 

門 
 
 

科 
 
 

目 

微分積分学Ⅰ 2 講 1 理系基礎科目 

線形代数学Ⅰ 2 講 1 理系基礎科目 

線形代数学Ⅱ 2 講 1 理系基礎科目 

情報数学 2 講 1  

離散数学 2 講 2 理系基礎科目 

情報理論 2 講 2  

数理論理 2 講 2  

アルゴリズムとデータ構造Ⅰ-CS 2 講 2  

論理回路 2 講 2  

アルゴリズムとデータ構造Ⅱ 2 講 2  

プログラミング方法論 2 講 2  

コンピュータ設計Ⅰ 2 講 2  

オートマトンと計算理論 2 講 2  

コンピュータネットワーク 2 講 2  

情報科学実験Ⅰ 2 実 3  

コンピュータ設計Ⅱ 2 講 3  

言語理論 2 講 3  

機械語と計算機械 2 演 3  

オペレーティングシステム 2 講 3  

情報科学実験Ⅱ 2 実 3  

情報科学実験Ⅲ 2 実 3  

卒業研究 6 演 4  

 

選 

択 

必 

修 

微分積分学Ⅱ 2 講 1 理系基礎科目 

情報代数及び符号理論 2 講 2 理系基礎科目 

データベースシステム論 2 講 2  

ディジタル信号処理 2 講 2 6科目から 

人工知能 2 講 3 8単位選択必修 

ネットワークプログラミング 2 演 3  

選 

 

 

択 

統計学入門 2 講 1  

認知科学 2 講 1  

情報と心理 2 講 1  

エレクトロニクス入門 2 講 1  

問題分析とモデリング 2 講 2  

応用数学 2 講 2  

創造的プログラミング 2 演 2  

多変量データ解析 2 講 2  

先端情報学実習Ⅰ-a 2 実 2  

先端情報学実習Ⅰ-b 2 実 2  

記号処理 2 講 3  

意思決定論 2 講 3  

パターン認識 2 講 3  

システム要求分析設計 2 講 3  

人間情報活用論 2 講 3  

情報セキュリティ 2 講 3  

プロジェクトマネジメント 2 講 3  

先端情報学実習Ⅱ-a 2 実 3  

情報科学演習 1 演 3  

シミュレーション 2 講 3  

ヒューマンインタフェース及び演習 2 講・演 3  
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2 

 

必 

 

 

修 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

専 
 
 

門 
 
 

科 
 
 

目 

微分積分学Ⅰ 2 講 1 理系基礎科目 

線形代数学Ⅰ 2 講 1 理系基礎科目 

線形代数学Ⅱ 2 講 1 理系基礎科目 

情報数学 2 講 1  

離散数学 2 講 2 理系基礎科目 

情報理論 2 講 2  

数理論理 2 講 2  

アルゴリズムとデータ構造Ⅰ-CS 2 講 2  

論理回路 2 講 2  

アルゴリズムとデータ構造Ⅱ 2 講 2  

プログラミング方法論 2 講 2  

コンピュータ設計Ⅰ 2 講 2  

オートマトンと計算理論 2 講 2  

コンピュータネットワーク 2 講 2  

情報科学実験Ⅰ 2 実 3  

コンピュータ設計Ⅱ 2 講 3  

言語理論 2 講 3  

機械語と計算機械 2 演 3  

オペレーティングシステム 2 講 3  

情報科学実験Ⅱ 2 実 3  

情報科学実験Ⅲ 2 実 3  

卒業研究 6 演 4  

 

選 

択 

必 

修 

微分積分学Ⅱ 2 講 1 理系基礎科目 

情報代数及び符号理論 2 講 2 理系基礎科目 

データベースシステム論 2 講 2  

ディジタル信号処理 2 講 2 6科目から 

人工知能 2 講 3 8単位選択必修 

ネットワークプログラミング 2 演 3  

選 

 

 

択 

統計学入門 2 講 1  

認知科学 2 講 1  

情報と心理 2 講 1  

エレクトロニクス入門 2 講 1  

問題分析とモデリング 2 講 2  

応用数学 2 講 2  

創造的プログラミング 2 演 2  

多変量データ解析 2 講 2  

先端情報学実習Ⅰ-a 2 実 2  

先端情報学実習Ⅰ-b 2 実 2  

記号処理 2 講 3  

意思決定論 2 講 3  

パターン認識 2 講 3  

システム要求分析設計 2 講 3  

人間情報活用論 2 講 3  

情報セキュリティ 2 講 3  

プロジェクトマネジメント 2 講 3  

先端情報学実習Ⅱ-a 2 実 3  

情報科学演習 1 演 3  

シミュレーション 2 講 3  

ヒューマンインタフェース及び演習 2 講・演 3  

3 

 

専

門

科

目 

先端情報学実習Ⅱ-b 2 実 3  

選  

 

 

択 

インターンシップ-A 2 実 3  

インターンシップ-B 1 実 3  

ソフトウエア品質管理 2 講 4  

機械学習 2 講 4  

データマイニング 2 講 4  

先端情報学実習Ⅲ-a 2 実 4  

社会モデル 2 講 4  

組織マネジメント 2 講 4  

先端情報学実習Ⅲ-b 2 実 4   

合計履修単位数 124単位 以上 
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4 

 

行動情報学科（ＡＢＰ留学生コースを除く。） 

区分 授業科目 単位数 
講義・演

習の別 
年次 備考 

 
 
 
 
 
 
 

必 
 
 

修 

専
門
科
目
・
学
部
共
通
科
目 

情報学総論 2 講 1  

コンピュータ入門 2 講 1  

プログラミング 3 講・演 1  

コンピュータシステム演習 1 演 1  

日本語表現法 2 講 1  

学習マネジメント 2 演 1  

コミュニケーションスキルズⅠ 1 演 1  

情報倫理と法 2 講 2  

情報学方法論 1 講 2  

教 

養 

科 

目 

基軸教育科目     

英語   1 2単位必修 

初修外国語   1 2単位必修 

現代教養科目     

個別分野科目   1～3 8単位必修 

学際科目   1～3 4単位必修 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

選 
 
 
 

択 

 
 

専
門
科
目
・
学
部
共
通
科
目 

リーディングスキルズⅠ 1 演 1  

ライティングスキルズⅠ 1 演 1  

コミュニケーションスキルズⅡ 1 演 2  

リーディングスキルズⅡ 1 演 2  

ライティングスキルズⅡ 1 演 2  

リーディングスキルズⅢ 1 演 3  

コミュニケーションスキルズⅢ 1 演 3  

ライティングスキルズⅢ－1 1 演 3  

情報学特別講義Ⅰ 2 講 3  

情報学特別講義Ⅱ 2 講 3  

情報学特別講義Ⅲ 2 講 4  

ライティングスキルズⅢ－2 1 演 4  

ライティングスキルズⅢ－3 1 演 4  

 
 
 

教 

養 

科 

目 

基軸教育科目     

 新入生セミナー   1  

 情報処理   1 このうちから 

 英語   1～3 16単位選択 

 初修外国語   1～2  

 健康体育   1～2  

 キャリア形成科目   1  

 現代教養科目     

  個別分野科目   1～3  

 学際科目   1～3  

 留学生科目   1  

 教職等資格科目   2  

  

授業科目名及び単位数
は静岡大学全学教育科
目規程別表Ｉ情報学部
（ABP留学生コースを除
く。）（教養科目）に
よる 

授業科目名及び単位数
は静岡大学全学教育科
目規程別表Ⅰ情報学部
（ABP留学生コースを
除く。）（教養科目）
による 
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4 

 

行動情報学科（ＡＢＰ留学生コースを除く。） 

区分 授業科目 単位数 
講義・演

習の別 
年次 備考 

 
 
 
 
 
 
 

必 
 
 

修 

専
門
科
目
・
学
部
共
通
科
目 

情報学総論 2 講 1  

コンピュータ入門 2 講 1  

プログラミング 3 講・演 1  

コンピュータシステム演習 1 演 1  

日本語表現法 2 講 1  

学習マネジメント 2 演 1  

コミュニケーションスキルズⅠ 1 演 1  

情報倫理と法 2 講 2  

情報学方法論 1 講 2  

教 

養 

科 

目 

基軸教育科目     

英語   1 2単位必修 

初修外国語   1 2単位必修 

現代教養科目     

個別分野科目   1～3 8単位必修 

学際科目   1～3 4単位必修 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

選 
 
 
 

択 

 
 

専
門
科
目
・
学
部
共
通
科
目 

リーディングスキルズⅠ 1 演 1  

ライティングスキルズⅠ 1 演 1  

コミュニケーションスキルズⅡ 1 演 2  

リーディングスキルズⅡ 1 演 2  

ライティングスキルズⅡ 1 演 2  

リーディングスキルズⅢ 1 演 3  

コミュニケーションスキルズⅢ 1 演 3  

ライティングスキルズⅢ－1 1 演 3  

情報学特別講義Ⅰ 2 講 3  

情報学特別講義Ⅱ 2 講 3  

情報学特別講義Ⅲ 2 講 4  

ライティングスキルズⅢ－2 1 演 4  

ライティングスキルズⅢ－3 1 演 4  

 
 
 

教 

養 

科 

目 

基軸教育科目     

 新入生セミナー   1  

 情報処理   1 このうちから 

 英語   1～3 16単位選択 

 初修外国語   1～2  

 健康体育   1～2  

 キャリア形成科目   1  

 現代教養科目     

  個別分野科目   1～3  

 学際科目   1～3  

 留学生科目   1  

 教職等資格科目   2  

  

授業科目名及び単位数
は静岡大学全学教育科
目規程別表Ｉ情報学部
（ABP留学生コースを除
く。）（教養科目）に
よる 

授業科目名及び単位数
は静岡大学全学教育科
目規程別表Ⅰ情報学部
（ABP留学生コースを
除く。）（教養科目）
による 

5 

 

    

 

 

 

 

 

 

必    

 

 

 

修        

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

専 

 

 

門 

 

 

科 

 

 

目 

問題分析とモデリング 2 講 1  

コンピュータネットワーク基礎 2 講 1  

統計学入門 2 講 1  

アルゴリズムとデータ構造基礎 2 講 2  

データ処理プログラミング 2 講 2  

データベース論 2 講 2  

情報システム基礎演習 2 演 2  

データ分析応用論 2 講 2  

経営のしくみ 2 講 2  

ビジネス計画論 2 講 2  

ユーザビリティ設計・評価論 2 講 2  

Webシステム設計演習 2 演 2  

データ分析応用演習 2 演 2  

情報資産構築論 2 講 2  

プロジェクトマネジメント 2 講 3  

情報セキュリティ 2 講 3  

情報学方法論演習 2 演 3  

行動情報学演習 1 演 3  

卒業研究 6 演 4  

 
 
 
 

選 
 

択 
 

必 
 

修 

線形代数学Ⅰ 2 講 1 理系基礎科目 

微分積分学Ⅰ 2 講 1 理系基礎科目  6科目から 

線形代数学Ⅱ 2 講 1 理系基礎科目  4単位 

微分積分学Ⅱ 2 講 1 理系基礎科目   選択必修 

離散数学 2 講 2 理系基礎科目 

多変量データ解析※ 2 講 2  

情報と心理※ 2 講 1 2科目から 

認知科学※ 2 講 1 2単位選択必修 

ビジネス計画演習 2 演 3  

ユーザビリティ設計・評価演習 2 演 3 4科目から 

情報システム開発演習 2 演 3 4単位選択必修 

情報資産構築演習※ 2 演 3  

データマイニング 2 講 3  

人工知能 2 講 3 4科目から 

システムマネジメント 2 講 3 4単位選択必修 

知的情報システム開発 2 講 3  

 

 

 

 

 

選 

 

 

択 

 

 

 

 

 

メディア・リテラシーⅠ※ 2 講 1  

情報社会論※ 2 講 1  

社会調査論※ 2 講 1  

社会公共システム論※ 2 講 1  

情報管理社会論※ 2 講 2  

社会調査法※ 2 講 2  

統治システム論※ 2 講 2  

情報・ネットワーク経済と競争※ 2 講 2  

情報理論※ 2 講 2  

先端情報学実習Ⅰ-a 2 実 2  

情報職業論※ 2 講 2  

環境・地理情報システム論※ 2 講 2  

情報社会思想※ 2 講 2  

社会モデル※ 2 講 2  
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6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

選 

  

 

 

択 

 

 

 

 

 

 

 

専 

 

 

門 

 

 

科 

 

 

目 

プログラミング方法論 2 講 2  

アルゴリズムとデータ構造Ⅱ 2 講 2  

データベースシステム論 2 講 2  

先端情報学実習Ⅰ-b 2 実 2  

意思決定論※ 2 講 3  

金融システム論※ 2 講 3  

産業社会行動分析※ 2 講 3  

視聴覚教育メディア論※ 2 講 3  

組織マネジメント※ 2 講 3  

組織科学※ 2 講 3  

知的財産論※ 2 講 3  

地域情報マネジメント※ 2 講 3  

グローバル経営システム論※ 2 講 3  

学習過程論※ 2 講 3  

シミュレーション※ 2 講 3  

オペレーティングシステム 2 講 3  

ネットワークプログラミング 2 演 3  

ソフトウエア品質管理 2 講 3  

人間情報活用論 2 講 3  

先端情報学実習Ⅱ-a 2 実 3  

オペレーション計画 2 講 3  

ヒューマンインタフェース及び演習 2 講・演 3  

インターンシップ-A 2 実 3  

インターンシップ-B 1 実 3  

先端情報学実習Ⅱ-b 2 実 3  

 先端情報学実習Ⅲ-a 2 実 4  

 先端情報学実習Ⅲ-b 2 実 4  

合計履修単位数 124単位 以上 

 

 ※印の付いた科目から１２単位以上を履修すること。 
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6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

選 

  

 

 

択 

 

 

 

 

 

 

 

専 

 

 

門 

 

 

科 

 

 

目 

プログラミング方法論 2 講 2  

アルゴリズムとデータ構造Ⅱ 2 講 2  

データベースシステム論 2 講 2  

先端情報学実習Ⅰ-b 2 実 2  

意思決定論※ 2 講 3  

金融システム論※ 2 講 3  

産業社会行動分析※ 2 講 3  

視聴覚教育メディア論※ 2 講 3  

組織マネジメント※ 2 講 3  

組織科学※ 2 講 3  

知的財産論※ 2 講 3  

地域情報マネジメント※ 2 講 3  

グローバル経営システム論※ 2 講 3  

学習過程論※ 2 講 3  

シミュレーション※ 2 講 3  

オペレーティングシステム 2 講 3  

ネットワークプログラミング 2 演 3  

ソフトウエア品質管理 2 講 3  

人間情報活用論 2 講 3  

先端情報学実習Ⅱ-a 2 実 3  

オペレーション計画 2 講 3  

ヒューマンインタフェース及び演習 2 講・演 3  

インターンシップ-A 2 実 3  

インターンシップ-B 1 実 3  

先端情報学実習Ⅱ-b 2 実 3  

 先端情報学実習Ⅲ-a 2 実 4  

 先端情報学実習Ⅲ-b 2 実 4  

合計履修単位数 124単位 以上 

 

 ※印の付いた科目から１２単位以上を履修すること。 

 

 

  

7 

 

 

情報社会学科（ＡＢＰ留学生コースを除く。） 

区分 授業科目 単位数 
講義・演

習の別 
年次 備考 

 専
門
科
目
・
学
部
共
通
科
目 

情報学総論 2 講 1  

 
 

必 
 
 
 
 

修 

コンピュータ入門 2 講 1  

プログラミング 3 講・演 1  

コンピュータシステム演習 1 演 1  

日本語表現法 2 講 1  

学習マネジメント 2 演 1  

コミュニケーションスキルズⅠ 1 演 1  

情報倫理と法 2 講 2  

情報学方法論 1 講 2  

教 

養 

科 

目 

基軸教育科目     

 英語    1 2単位必修 

 初修外国語   1 2単位必修 

 現代教養科目     

 個別分野科目   1～3 8単位必修 

 学際科目   1～3 4単位必修 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

選 
 
 
 

択 

 
 
 

専
門
科
目
・
学
部
共
通
科
目 

リーディングスキルズⅠ 1 演 1  

ライティングスキルズⅠ 1 演 1  

コミュニケーションスキルズⅡ 1 演 2  

リーディングスキルズⅡ 1 演 2  

ライティングスキルズⅡ 1 演 2  

リーディングスキルズⅢ 1 演 3  

コミュニケーションスキルズⅢ 1 演 3  

ライティングスキルズⅢ－1 1 演 3  

情報学特別講義Ⅰ 2 講 3  

情報学特別講義Ⅱ 2 講 3  

情報学特別講義Ⅲ 2 講 4  

ライティングスキルズⅢ－2 1 演 4  

ライティングスキルズⅢ－3 1 演 4  

   
 
 

教 

養 

科 

目 

基軸教育科目 

新入生セミナー 

情報処理 

英語 

初修外国語 

健康体育 

キャリア形成科目 

現代教養科目 

個別分野科目 

学際科目 

留学生科目 

教職等資格科目 

   

1 

1 

1～3 

1～2 

1～2 

1 

 

1～3 

1～3 

1 

2 

 

 

 

このうちから 

16単位選択 

  

授業科目名及び単位数
は静岡大学全学教育科
目規程別表Ⅰ情報学部
（ABP留学生コースを除
く。）（教養科目）に
よる 

授業科目名及び単位数
は静岡大学全学教育科
目規程別表Ⅰ情報学部
（ABP留学生コースを除
く。）（教養科目）に
よる 
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8 

 

 
 

必 
 

修 

 

専 

門 

科 

目 

情報社会概論 2 講 1  

コミュニケーション論 2 講 1  

統計学入門 2 講 1  

社会調査法 2 講 2  

情報学方法論演習 2 演 3  

情報社会学演習 1 演 3  

卒業研究 6 演 4  

 
 
 

選 
 

択 
 

必 
 

修 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

専   

 

 

門   

 

 

科   

 

 

目 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

情報・ネットワーク経済と競争 2 講 2  

電子メディア論 2 講 2 7科目から 

パブリック・ガバナンス論 2 講 2 8単位選択必修 

都市デザイン論 2 講 2  

情報社会思想 2 講 2  

ジャーナリズム論 2 講 3  

異文化コミュニケーション論 2 講 3  

メディア・スタディーズ 2 講 2  

メディア・スタディーズ演習 1 演 2 4組から 3組 

コミュニティ・デザイン論 2 講 2 9単位選択必修 

コミュニティ・デザイン論演習 1 演 2  

メディア文化論 2 講 3  

メディア文化論演習 1 演 3  

都市・地域政策論 2 講 3  

 都市・地域政策論演習 1 演 3  

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

選       

 

 

 

 

択 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基礎数学Ⅰ 2 講 1  

博物館概論 2 講 1  

メディア・リテラシーⅠ 2 講 1  

コミュニケーション・メディア史Ⅰ 2 講 1  

社会調査論 2 講 1  

基礎数学Ⅱ 2 講 1  

情報と心理 2 講 1  

博物館展示論 2 講 1  

博物館情報・メディア論 2 講 1  

グローバリゼーションと文化 2 講 2  

ジェンダー論 2 講 2  

言語コミュニケーション論 2 講 2  

情報管理社会論 2 講 2  

応用プログラミング 2 講 2  

多変量データ解析 2 講 2  

生涯学習概論 2 講 2  

データベース論 2 講 2  

統治システム論 2 講 2  

メディア・リテラシーⅡ 2 講 2  

先端情報学実習Ⅰ-a 2 実 2  

グローバリゼーションと社会 2 講 2  

Webデザイン論 2 講 2  

社会モデル 2 講 2  

情報職業論 2 講 2  

美術とメディア 2 講 2  

考古資料論 2 講 2  

環境・地理情報システム論 2 講 2  
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8 

 

 
 

必 
 

修 

 

専 

門 

科 

目 

情報社会概論 2 講 1  

コミュニケーション論 2 講 1  

統計学入門 2 講 1  

社会調査法 2 講 2  

情報学方法論演習 2 演 3  

情報社会学演習 1 演 3  

卒業研究 6 演 4  

 
 
 

選 
 

択 
 

必 
 

修 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

専   

 

 

門   

 

 

科   

 

 

目 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

情報・ネットワーク経済と競争 2 講 2  

電子メディア論 2 講 2 7科目から 

パブリック・ガバナンス論 2 講 2 8単位選択必修 

都市デザイン論 2 講 2  

情報社会思想 2 講 2  

ジャーナリズム論 2 講 3  

異文化コミュニケーション論 2 講 3  

メディア・スタディーズ 2 講 2  

メディア・スタディーズ演習 1 演 2 4組から 3組 

コミュニティ・デザイン論 2 講 2 9単位選択必修 

コミュニティ・デザイン論演習 1 演 2  

メディア文化論 2 講 3  

メディア文化論演習 1 演 3  

都市・地域政策論 2 講 3  

 都市・地域政策論演習 1 演 3  

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

選       

 

 

 

 

択 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基礎数学Ⅰ 2 講 1  

博物館概論 2 講 1  

メディア・リテラシーⅠ 2 講 1  

コミュニケーション・メディア史Ⅰ 2 講 1  

社会調査論 2 講 1  

基礎数学Ⅱ 2 講 1  

情報と心理 2 講 1  

博物館展示論 2 講 1  

博物館情報・メディア論 2 講 1  

グローバリゼーションと文化 2 講 2  

ジェンダー論 2 講 2  

言語コミュニケーション論 2 講 2  

情報管理社会論 2 講 2  

応用プログラミング 2 講 2  

多変量データ解析 2 講 2  

生涯学習概論 2 講 2  

データベース論 2 講 2  

統治システム論 2 講 2  

メディア・リテラシーⅡ 2 講 2  

先端情報学実習Ⅰ-a 2 実 2  

グローバリゼーションと社会 2 講 2  

Webデザイン論 2 講 2  

社会モデル 2 講 2  

情報職業論 2 講 2  

美術とメディア 2 講 2  

考古資料論 2 講 2  

環境・地理情報システム論 2 講 2  

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

選   

 

 

択 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

専 

 

門 

 

科 

 

目 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コミュニケーション・メディア史Ⅱ 2 講 2  

ネット文化産業論 2 講 2  

先端情報学実習Ⅰ-b 2 実 2  

コミュニティ・メディア実習 2 実 2  

民俗資料論 2 講 2  

先端情報学実習Ⅱ-a 2 実 3  

公共圏論 2 講 3  

コミュニティ発展論 2 講 3  

家族福祉政策論 2 講 3  

情報産業論 2 講 3  

フィールドリサーチ 2 実 3  

情報セキュリティ 2 講 3  

金融システム論 2 講 3  

プロジェクトマネジメント 2 講 3  

経営のしくみ 2 講 3  

先端情報学実習Ⅱ-b 2 実 3  

サイバーテクノ思想論 2 講 3  

地域情報マネジメント 2 講 3  

コミュニティ・地域再生論 2 講 3  

自治体行政論 2 講 3  

アーカイブ管理論 2 講 3  

ビジネス計画論 2 講 3  

シミュレーション 2 講 3  

インターンシップ-A 2 実 3  

インターンシップ-B 1 実 3  

先端情報学実習Ⅲ-a 2 実 4  

先端情報学実習Ⅲ-b 2 実 4  

合計履修単位数 124単位 以上 
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情報科学科（ＡＢＰ留学生コース） 

区分 授業科目 単位数 
講義・演

習の別 
年次 備考 

 
 
 
 
 
 
 
 

必 
 
 
 

修 

専
門
科
目
・
学
部
共
通
科
目 

情報学総論 2 講 1  

コンピュータ入門 2 講 1  

プログラミング 3 講・演 1  

コンピュータシステム演習 1 演 1  

日本語表現法 2 講 1  

学習マネジメント 2 演 1  

コミュニケーションスキルズⅠ 1 演 1  

情報倫理と法 2 講 2  

情報学方法論 1 講 2  

教 

養 

科 

目 

基軸教育科目 

英語 

初修外国語 

フィールドワーク 

現代教養科目 

個別分野科目 

学際科目 

留学生科目 

   

1 

1 

2～3 

 

1～3 

2～3 

1 

 

2単位必修 

2単位必修 

2単位必修 

 

4単位必修 

4単位必修 

10単位必修 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

選 
 
 
 

択 

 
 

専
門
科
目
・
学
部
共
通
科
目 

リーディングスキルズⅠ 1 演 1  

ライティングスキルズⅠ 1 演 1  

コミュニケーションスキルズⅡ 1 演 2  

リーディングスキルズⅡ 1 演 2  

ライティングスキルズⅡ 1 演 2  

リーディングスキルズⅢ 1 演 3  

コミュニケーションスキルズⅢ 1 演 3  

ライティングスキルズⅢ－1 1 演 3  

情報学特別講義Ⅰ 2 講 3  

情報学特別講義Ⅱ 2 講 3  

情報学特別講義Ⅲ 2 講 4  

ライティングスキルズⅢ－2 1 演 4  

ライティングスキルズⅢ－3 1 演 4  

 
 
 

教 

養 

科 

目 

基軸教育科目     

新入生セミナー   1  

情報処理   1  

英語   1～4 このうちから 

 

初修外国語   1～2 8単位選択 

健康体育   1～3  

キャリア形成科目   1  

現代教養科目     

個別分野科目   1～3  

学際科目   2～3  

留学生科目   1～2  

  

授業科目名及び単位数は
静岡大学全学教育科目規
程別表Ｉ情報学部（ABP
留学生コース）（教養科
目）による 

授業科目名及び単位数
は静岡大学全学教育科
目規程別表Ｉ情報学部
（ABP留学生コース）
（教養科目）による 
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情報科学科（ＡＢＰ留学生コース） 

区分 授業科目 単位数 
講義・演

習の別 
年次 備考 

 
 
 
 
 
 
 
 

必 
 
 
 

修 

専
門
科
目
・
学
部
共
通
科
目 

情報学総論 2 講 1  

コンピュータ入門 2 講 1  

プログラミング 3 講・演 1  

コンピュータシステム演習 1 演 1  

日本語表現法 2 講 1  

学習マネジメント 2 演 1  

コミュニケーションスキルズⅠ 1 演 1  

情報倫理と法 2 講 2  

情報学方法論 1 講 2  

教 

養 

科 

目 

基軸教育科目 

英語 

初修外国語 

フィールドワーク 

現代教養科目 

個別分野科目 

学際科目 

留学生科目 

   

1 

1 

2～3 

 

1～3 

2～3 

1 

 

2単位必修 

2単位必修 

2単位必修 

 

4単位必修 

4単位必修 

10単位必修 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

選 
 
 
 

択 

 
 

専
門
科
目
・
学
部
共
通
科
目 

リーディングスキルズⅠ 1 演 1  

ライティングスキルズⅠ 1 演 1  

コミュニケーションスキルズⅡ 1 演 2  

リーディングスキルズⅡ 1 演 2  

ライティングスキルズⅡ 1 演 2  

リーディングスキルズⅢ 1 演 3  

コミュニケーションスキルズⅢ 1 演 3  

ライティングスキルズⅢ－1 1 演 3  

情報学特別講義Ⅰ 2 講 3  

情報学特別講義Ⅱ 2 講 3  

情報学特別講義Ⅲ 2 講 4  

ライティングスキルズⅢ－2 1 演 4  

ライティングスキルズⅢ－3 1 演 4  

 
 
 

教 

養 

科 

目 

基軸教育科目     

新入生セミナー   1  

情報処理   1  

英語   1～4 このうちから 

 

初修外国語   1～2 8単位選択 

健康体育   1～3  

キャリア形成科目   1  

現代教養科目     

個別分野科目   1～3  

学際科目   2～3  

留学生科目   1～2  

  

授業科目名及び単位数は
静岡大学全学教育科目規
程別表Ｉ情報学部（ABP
留学生コース）（教養科
目）による 

授業科目名及び単位数
は静岡大学全学教育科
目規程別表Ｉ情報学部
（ABP留学生コース）
（教養科目）による 

11 

 

必 

 

 

 

修 

 

専 

 

 

 

門 

 

 

 

科 

 

 

 

目 

ABP基礎数学 1 演 1 理系基礎科目 

ABP基礎統計学 1 演 1 理系基礎科目 

ABP基礎物理学 1 演 1 理系基礎科目 

微分積分学Ⅰ 2 講 1 理系基礎科目 

線形代数学Ⅰ 2 講 1 理系基礎科目 

線形代数学Ⅱ 2 講 1 理系基礎科目 

情報数学 2 講 1  

離散数学 2 講 2 理系基礎科目 

情報理論 2 講 2  

数理論理 2 講 2  

アルゴリズムとデータ構造Ⅰ-CS 2 講 2  

論理回路 2 講 2  

アルゴリズムとデータ構造Ⅱ 2 講 2  

プログラミング方法論 2 講 2  

コンピュータ設計Ⅰ 2 講 2  

オートマトンと計算理論 2 講 2  

コンピュータネットワーク 2 講 2  

情報科学実験Ⅰ 2 実 3  

コンピュータ設計Ⅱ 2 講 3  

言語理論 2 講 3  

機械語と計算機械 2 演 3  

オペレーティングシステム 2 講 3  

情報科学実験Ⅱ 2 実 3  

情報科学実験Ⅲ 2 実 3  

卒業研究 3 演 4  

選

択

必

修 

微分積分学Ⅱ 2 講 1 理系基礎科目 

情報代数及び符号理論 2 講 2 理系基礎科目 

データベースシステム論 2 講 2  

ディジタル信号処理 2 講 2 6科目から 

人工知能 2 講 3 8単位選択必修 

ネットワークプログラミング 2 演 3  

選 

 

 

 

択 

統計学入門 2 講 1  

認知科学 2 講 1  

情報と心理 2 講 1  

エレクトロニクス入門 2 講 1  

問題分析とモデリング 2 講 2  

応用数学 2 講 2  

創造的プログラミング 2 演 2  

多変量データ解析 2 講 2  

先端情報学実習Ⅰ-a 2 実 2  

先端情報学実習Ⅰ-b 2 実 2  

記号処理 2 講 3  

意思決定論 2 講 3  

パターン認識 2 講 3  

システム要求分析設計 2 講 3  

人間情報活用論 2 講 3  

情報セキュリティ 2 講 3  

プロジェクトマネジメント 2 講 3  

先端情報学実習Ⅱ-a 2 実 3  



− 98 −

12 

 

選 

 

 

択 

専 

 

門 

 

科 

 

目 

情報科学演習 1 演 3  

シミュレーション 2 講 3  

ヒューマンインタフェース及び演習 2 講・演 3  

先端情報学実習Ⅱ-b 2 実 3  

インターンシップ-A 2 実 3  

インターンシップ-B 1 実 3  

ソフトウエア品質管理 2 講 4  

機械学習 2 講 4  

データマイニング 2 講 4  

先端情報学実習Ⅲ-a 2 実 4  

社会モデル 2 講 4  

組織マネジメント 2 講 4  

先端情報学実習Ⅲ-b 2 実 4  

合計履修単位数 124単位 以上 

 

  



− 99 −

12 

 

選 

 

 

択 

専 

 

門 

 

科 

 

目 

情報科学演習 1 演 3  

シミュレーション 2 講 3  

ヒューマンインタフェース及び演習 2 講・演 3  

先端情報学実習Ⅱ-b 2 実 3  

インターンシップ-A 2 実 3  

インターンシップ-B 1 実 3  

ソフトウエア品質管理 2 講 4  

機械学習 2 講 4  

データマイニング 2 講 4  

先端情報学実習Ⅲ-a 2 実 4  

社会モデル 2 講 4  

組織マネジメント 2 講 4  

先端情報学実習Ⅲ-b 2 実 4  

合計履修単位数 124単位 以上 

 

  

13 

 

行動情報学科（ＡＢＰ留学生コース） 

区分 授業科目 単位数 
講義・演

習の別 
年次 備考 

必 

 

 

 

修 

専
門
科
目
・
学
部
共
通
科
目 

情報学総論 2 講 1  

コンピュータ入門 2 講 1  

プログラミング 3 講・演 1  

コンピュータシステム演習 1 演 1  

日本語表現法 2 講 1  

学習マネジメント 2 演 1  

コミュニケーションスキルズⅠ 1 演 1  

情報倫理と法 2 講 2  

情報学方法論 1 講 2  

教 

養 

科 

目 

基軸教育科目     

英語   1 2単位必修 

初修外国語   1 2単位必修 

フィールドワーク   2～3 2単位必修 

現代教養科目     

個別分野科目   1～3 4単位必修 

学際科目   2～3 4単位必修 

留学生科目   1～2 10単位必修 

選 

 

 

 

択 

専

門

科

目

・

学

部

共

通

科

目 

リーディングスキルズⅠ 1 演 1  

ライティングスキルズⅠ 1 演 1  

コミュニケーションスキルズⅡ 1 演 2  

リーディングスキルズⅡ 1 演 2  

ライティングスキルズⅡ 1 演 2  

リーディングスキルズⅢ 1 演 3  

コミュニケーションスキルズⅢ 1 演 3  

ライティングスキルズⅢ－1 1 演 3  

情報学特別講義Ⅰ 2 講 3  

情報学特別講義Ⅱ 2 講 3  

情報学特別講義Ⅲ 2 講 4  

ライティングスキルズⅢ－2 1 演 4  

ライティングスキルズⅢ－3 1 演 4  

教  

 

養  

 

科  

 

目 

基軸教育科目     

新入生セミナー   1  

情報処理   1  

英語   1～3  

初修外国語   1～2 このうちから 

健康体育   1～2 8単位選択 

キャリア形成科目   1  

現代教養科目     

個別分野科目   1～3  

学際科目   1～3  

留学生科目   1  

  

授業科目名及び単位
数は静岡大学全学教
育科目規程別表Ｉ情
報学部（ABP留学生コ
ース）（教養科目）
による 

授業科目名及び単位数
は静岡大学全学教育科
目規程別表Ⅰ情報学部
（ABP留学生コース）
（教養科目）による 
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必      

 

 

 

修 

専 

 

 

 

門 

 

 

 

科 

 

 

 

目 

ABP基礎数学 1 演 1 理系基礎科目 

ABP基礎統計学 1 演 1 理系基礎科目 

問題分析とモデリング 2 講 1  

コンピュータネットワーク基礎 2 講 1  

統計学入門 2 講 1  

アルゴリズムとデータ構造基礎 2 講 2  

データ処理プログラミング 2 講 2  

データベース論 2 講 2  

情報システム基礎演習 2 演 2  

データ分析応用論 2 講 2  

経営のしくみ 2 講 2  

ビジネス計画論 2 講 2  

ユーザビリティ設計・評価論 2 講 2  

Webシステム設計演習 2 演 2  

データ分析応用演習 2 演 2  

情報資産構築論 2 講 2  

プロジェクトマネジメント 2 講 3  

情報セキュリティ 2 講 3  

情報学方法論演習 2 演 3  

行動情報学演習 1 演 3  

卒業研究 3 演 4  

選  

 

択  

 

必  

 

修 

ABP日本の社会 1 演 1 文系基礎科目 

ABP日本の歴史 1 演 1 文系基礎科目  5科目か 

ABP日本の地理 1 演 1 文系基礎科目  1単位 

ABP日本の政治 1 演 1 文系基礎科目   選択必修 

ABP日本の経済 1 演 1 文系基礎科目 

線形代数学Ⅰ 2 講 1 理系基礎科目 

微分積分学Ⅰ 2 講 1 理系基礎科目  6科目から 

線形代数学Ⅱ 2 講 1 理系基礎科目  4単位 

微分積分学Ⅱ 2 講 1 理系基礎科目   選択必修 

離散数学 2 講 2 理系基礎科目 

多変量データ解析※ 2 講 2  

情報と心理※ 2 講 1 2科目から 

認知科学※ 2 講 1 2単位選択必修 

ビジネス計画演習 2 演 3  

ユーザビリティ設計・評価演習 2 演 3 4科目から 

情報システム開発演習 2 演 3 4単位選択必修 

情報資産構築演習※ 2 演 3  

データマイニング 2 講 3  

人工知能 2 講 3 4科目から 

システムマネジメント 2 講 3 4単位選択必修 

知的情報システム開発 2 講 3  

選 

 

択 

メディア・リテラシーⅠ※ 2 講 1  

情報社会論※ 2 講 1  

社会調査論※ 2 講 1  

社会公共システム論※ 2 講 1  

情報管理社会論※ 2 講 2  

社会調査法※ 2 講 2  

統治システム論※ 2 講 2  
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14 

 

必      

 

 

 

修 

専 

 

 

 

門 

 

 

 

科 

 

 

 

目 

ABP基礎数学 1 演 1 理系基礎科目 

ABP基礎統計学 1 演 1 理系基礎科目 

問題分析とモデリング 2 講 1  

コンピュータネットワーク基礎 2 講 1  

統計学入門 2 講 1  

アルゴリズムとデータ構造基礎 2 講 2  

データ処理プログラミング 2 講 2  

データベース論 2 講 2  

情報システム基礎演習 2 演 2  

データ分析応用論 2 講 2  

経営のしくみ 2 講 2  

ビジネス計画論 2 講 2  

ユーザビリティ設計・評価論 2 講 2  

Webシステム設計演習 2 演 2  

データ分析応用演習 2 演 2  

情報資産構築論 2 講 2  

プロジェクトマネジメント 2 講 3  

情報セキュリティ 2 講 3  

情報学方法論演習 2 演 3  

行動情報学演習 1 演 3  

卒業研究 3 演 4  

選  

 

択  

 

必  

 

修 

ABP日本の社会 1 演 1 文系基礎科目 

ABP日本の歴史 1 演 1 文系基礎科目  5科目か 

ABP日本の地理 1 演 1 文系基礎科目  1単位 

ABP日本の政治 1 演 1 文系基礎科目   選択必修 

ABP日本の経済 1 演 1 文系基礎科目 

線形代数学Ⅰ 2 講 1 理系基礎科目 

微分積分学Ⅰ 2 講 1 理系基礎科目  6科目から 

線形代数学Ⅱ 2 講 1 理系基礎科目  4単位 

微分積分学Ⅱ 2 講 1 理系基礎科目   選択必修 

離散数学 2 講 2 理系基礎科目 

多変量データ解析※ 2 講 2  

情報と心理※ 2 講 1 2科目から 

認知科学※ 2 講 1 2単位選択必修 

ビジネス計画演習 2 演 3  

ユーザビリティ設計・評価演習 2 演 3 4科目から 

情報システム開発演習 2 演 3 4単位選択必修 

情報資産構築演習※ 2 演 3  

データマイニング 2 講 3  

人工知能 2 講 3 4科目から 

システムマネジメント 2 講 3 4単位選択必修 

知的情報システム開発 2 講 3  

選 

 

択 

メディア・リテラシーⅠ※ 2 講 1  

情報社会論※ 2 講 1  

社会調査論※ 2 講 1  

社会公共システム論※ 2 講 1  

情報管理社会論※ 2 講 2  

社会調査法※ 2 講 2  

統治システム論※ 2 講 2  

15 

 

選 

 

 

 

択 

専 

 

 

門 

 

 

科 

 

 

目 

情報・ネットワーク経済と競争※ 2 講 2  

情報理論※ 2 講 2  

先端情報学実習Ⅰ-a 2 実 2  

情報職業論※ 2 講 2  

環境・地理情報システム論※ 2 講 2  

情報社会思想※ 2 講 2  

社会モデル※ 2 講 2  

プログラミング方法論 2 講 2  

アルゴリズムとデータ構造Ⅱ 2 講 2  

データベースシステム論 2 講 2  

先端情報学実習Ⅰ-b 2 実 2  

意思決定論※ 2 講 3  

金融システム論※ 2 講 3  

産業社会行動分析※ 2 講 3  

視聴覚教育メディア論※ 2 講 3  

組織マネジメント※ 2 講 3  

組織科学※ 2 講 3  

知的財産論※ 2 講 3  

地域情報マネジメント※ 2 講 3  

グローバル経営システム論※ 2 講 3  

学習過程論※ 2 講 3  

シミュレーション※ 2 講 3  

オペレーティングシステム 2 講 3  

ネットワークプログラミング 2 演 3  

ソフトウエア品質管理 2 講 3  

人間情報活用論 2 講 3  

先端情報学実習Ⅱ-a 2 実 3  

オペレーション計画 2 講 3  

ヒューマンインタフェース及び演習 2 講・演 3  

インターンシップ-A 2 実 3  

インターンシップ-B 1 実 3  

先端情報学実習Ⅱ-b 2 実 3  

先端情報学実習Ⅲ-a 2 実 4  

先端情報学実習Ⅲ-b 2 実 4  

合計履修単位数 124単位 以上 

 

※印の付いた科目から12単位以上を履修すること。 
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情報社会学科（ＡＢＰ留学生コース） 

区分 授業科目 単位数 
講義・演

習の別 
年次 備考 

 
専
門
科
目
・
学
部
共
通
科
目 

情報学総論 2 講 1  

必      

 

 

 

修 

コンピュータ入門 2 講 1  

プログラミング 3 講・演 1  

コンピュータシステム演習 1 演 1  

日本語表現法 2 講 1  

学習マネジメント 2 演 1  

コミュニケーションスキルズⅠ 1 演 1  

情報倫理と法 2 講 2  

情報学方法論 1 講 2  

教  

養  

科  

目 

基軸教育科目     

英語   1 2単位必修 

初修外国語   1 2単位必修 

フィールドワーク   2～3 2単位必修 

現代教養科目     

個別分野科目   1～3 4単位必修 

学際科目   2～3 4単位必修 

留学生科目   1 10単位必修 

選     

 

 

 

択 

専

門

科

目

・

学

部

共

通

科

目 

リーディングスキルズⅠ 1 演 1  

ライティングスキルズⅠ 1 演 1  

コミュニケーションスキルズⅡ 1 演 2  

リーディングスキルズⅡ 1 演 2  

ライティングスキルズⅡ 1 演 2  

リーディングスキルズⅢ 1 演 3  

コミュニケーションスキルズⅢ 1 演 3  

ライティングスキルズⅢ－1 1 演 3  

情報学特別講義Ⅰ 2 講 3  

情報学特別講義Ⅱ 2 講 3  

情報学特別講義Ⅲ 2 講 4  

ライティングスキルズⅢ－2 1 演 4  

ライティングスキルズⅢ－3 1 演 4  

教 

養  

科  

目 

基軸教育科目     

新入生セミナー   1  

情報処理   1  

英語   1～4  

初修外国語   1～2 このうちから 

健康体育   1～3 8単位選択 

キャリア形成科目   1  

現代教養科目     

個別分野科目   1～3  

学際科目   2～3  

留学生科目   1～2  

  

授業科目名及び単位数
は静岡大学全学教育科
目規程別表Ⅰ情報学部
（ABP留学生コース）
（教養科目）による 

授業科目名及び単位
数は静岡大学全学教
育科目規程別表Ⅰ情
報学部（ABP留学生コ
ース）（教養科目）
による 
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情報社会学科（ＡＢＰ留学生コース） 

区分 授業科目 単位数 
講義・演

習の別 
年次 備考 

 
専
門
科
目
・
学
部
共
通
科
目 

情報学総論 2 講 1  

必      

 

 

 

修 

コンピュータ入門 2 講 1  

プログラミング 3 講・演 1  

コンピュータシステム演習 1 演 1  

日本語表現法 2 講 1  

学習マネジメント 2 演 1  

コミュニケーションスキルズⅠ 1 演 1  

情報倫理と法 2 講 2  

情報学方法論 1 講 2  

教  

養  

科  

目 

基軸教育科目     

英語   1 2単位必修 

初修外国語   1 2単位必修 

フィールドワーク   2～3 2単位必修 

現代教養科目     

個別分野科目   1～3 4単位必修 

学際科目   2～3 4単位必修 

留学生科目   1 10単位必修 

選     

 

 

 

択 

専

門

科

目

・

学

部

共

通

科

目 

リーディングスキルズⅠ 1 演 1  

ライティングスキルズⅠ 1 演 1  

コミュニケーションスキルズⅡ 1 演 2  

リーディングスキルズⅡ 1 演 2  

ライティングスキルズⅡ 1 演 2  

リーディングスキルズⅢ 1 演 3  

コミュニケーションスキルズⅢ 1 演 3  

ライティングスキルズⅢ－1 1 演 3  

情報学特別講義Ⅰ 2 講 3  

情報学特別講義Ⅱ 2 講 3  

情報学特別講義Ⅲ 2 講 4  

ライティングスキルズⅢ－2 1 演 4  

ライティングスキルズⅢ－3 1 演 4  

教 

養  

科  

目 

基軸教育科目     

新入生セミナー   1  

情報処理   1  

英語   1～4  

初修外国語   1～2 このうちから 

健康体育   1～3 8単位選択 

キャリア形成科目   1  

現代教養科目     

個別分野科目   1～3  

学際科目   2～3  

留学生科目   1～2  

  

授業科目名及び単位数
は静岡大学全学教育科
目規程別表Ⅰ情報学部
（ABP留学生コース）
（教養科目）による 

授業科目名及び単位
数は静岡大学全学教
育科目規程別表Ⅰ情
報学部（ABP留学生コ
ース）（教養科目）
による 
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必   

 

修 

専  

 

 

門  

 

 

科  

 

 

目 

ABP日本の社会 1 演 1 文系基礎科目 

情報社会概論 2 講 1  

コミュニケーション論 2 講 1  

統計学入門 2 講 1  

社会調査法 2 講 2  

情報学方法論演習 2 演 3  

情報社会学演習 1 演 3  

卒業研究 3 演 4  

選   

 

択   

 

必   

 

修 

ABP基礎数学 1 演 1 理系基礎科目 

ABP基礎統計学 1 演 1 理系基礎科目    6科目 

ABP日本の歴史 1 演 1 文系基礎科目    から 2 

ABP日本の地理 1 演 1 文系基礎科目    単位選 

ABP日本の政治 1 演 1 文系基礎科目    択必修 

ABP日本の経済 1 演 1 文系基礎科目 

情報・ネットワーク経済と競争 2 講 2  

電子メディア論 2 講 2 7科目から 

パブリック・ガバナンス論 2 講 2 8単位選択必修 

都市デザイン論 2 講 2  

情報社会思想 2 講 2  

ジャーナリズム論 2 講 3  

異文化コミュニケーション論 2 講 3  

メディア・スタディーズ 2 講 2  

メディア・スタディーズ演習 1 演 2 4組から 3組 

コミュニティ・デザイン論 2 講 2 9単位選択必修 

コミュニティ・デザイン論演習 1 演 2  

メディア文化論 2 講 3  

メディア文化論演習 1 演 3  

都市・地域政策論 2 講 3  

 都市・地域政策論演習 1 演 3  

選   

 

 

択 

基礎数学Ⅰ 2 講 1  

博物館概論 2 講 1  

メディア・リテラシーⅠ 2 講 1  

コミュニケーション・メディア史Ⅰ 2 講 1  

社会調査論 2 講 1  

基礎数学Ⅱ 2 講 1  

情報と心理 2 講 1  

博物館展示論 2 講 1  

博物館情報・メディア論 2 講 1  

グローバリゼーションと文化 2 講 2  

ジェンダー論 2 講 2  

言語コミュニケーション論 2 講 2  

情報管理社会論 2 講 2  

応用プログラミング 2 講 2  

多変量データ解析 2 講 2  

生涯学習概論 2 講 2  

データベース論 2 講 2  

統治システム論 2 講 2  

メディア・リテラシーⅡ 2 講 2  

先端情報学実習Ⅰ-a 2 実 2  
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専 

 

門 

 

科 

 

目 

グローバリゼーションと社会 2 講 2  

選 

 

 

択 

Webデザイン論 2 講 2  

社会モデル 2 講 2  

情報職業論 2 講 2  

美術とメディア 2 講 2  

考古資料論 2 講 2  

環境・地理情報システム論 2 講 2  

コミュニケーション・メディア史Ⅱ 2 講 2  

ネット文化産業論 2 講 2  

先端情報学実習Ⅰ-b 2 実 2  

コミュニティ・メディア実習 2 実 2  

民俗資料論 2 講 2  

先端情報学実習Ⅱ-a 2 実 3  

公共圏論 2 講 3  

コミュニティ発展論 2 講 3  

家族福祉政策論 2 講 3  

情報産業論 2 講 3  

フィールドリサーチ 2 実 3  

情報セキュリティ 2 講 3  

金融システム論 2 講 3  

プロジェクトマネジメント 2 講 3  

経営のしくみ 2 講 3  

先端情報学実習Ⅱ-b 2 実 3  

サイバーテクノ思想論 2 講 3  

地域情報マネジメント 2 講 3  

コミュニティ・地域再生論 2 講 3  

自治体行政論 2 講 3  

アーカイブ管理論 2 講 3  

ビジネス計画論 2 講 3  

シミュレーション 2 講 3  

インターンシップ-A 2 実 3  

インターンシップ-B 1 実 3  

先端情報学実習Ⅲ-a 2 実 4  

先端情報学実習Ⅲ-b 2 実 4  

合計履修単位数 124単位 以上 
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専 

 

門 

 

科 

 

目 

グローバリゼーションと社会 2 講 2  

選 

 

 

択 

Webデザイン論 2 講 2  

社会モデル 2 講 2  

情報職業論 2 講 2  

美術とメディア 2 講 2  

考古資料論 2 講 2  

環境・地理情報システム論 2 講 2  

コミュニケーション・メディア史Ⅱ 2 講 2  

ネット文化産業論 2 講 2  

先端情報学実習Ⅰ-b 2 実 2  

コミュニティ・メディア実習 2 実 2  

民俗資料論 2 講 2  

先端情報学実習Ⅱ-a 2 実 3  

公共圏論 2 講 3  

コミュニティ発展論 2 講 3  

家族福祉政策論 2 講 3  

情報産業論 2 講 3  

フィールドリサーチ 2 実 3  

情報セキュリティ 2 講 3  

金融システム論 2 講 3  

プロジェクトマネジメント 2 講 3  

経営のしくみ 2 講 3  

先端情報学実習Ⅱ-b 2 実 3  

サイバーテクノ思想論 2 講 3  

地域情報マネジメント 2 講 3  

コミュニティ・地域再生論 2 講 3  

自治体行政論 2 講 3  

アーカイブ管理論 2 講 3  

ビジネス計画論 2 講 3  

シミュレーション 2 講 3  

インターンシップ-A 2 実 3  

インターンシップ-B 1 実 3  

先端情報学実習Ⅲ-a 2 実 4  

先端情報学実習Ⅲ-b 2 実 4  

合計履修単位数 124単位 以上 
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別表 II 卒業所要単位表（静岡大学情報学部規則第１２条関係） 

（ＡＢＰ留学生コースを除く。） 

 

情報科学科（ＡＢＰ留学生コースを除く。） 

科目区分 授業科目 必修 選択必修 選択 

教  

 

養  

 

科  

 

目 

基軸教育科目 新入生セミナー   0～2 

情報処理   0～2 

英語 2  0～8 

初修外国語 2  0～8 

健康体育   0～4 

キャリア形成科目   0～2 

現代教養科目 個別分野科目 8  0～4 

学際科目 4  0～2 

留学生科目 † 日本語   0～12 

日本事情   0～2 

教職等資格科目 教職教養科目   0～6 

 小   計 16  16 

 教養科目の合計 32 

 

 

専門科目 

 

学部共通科目 16  * 

 学科専門科目 48 8 14～20 

 (1) 他大学，他学部，他学科の専門

科目 

(2) 教養科目の語学系科目で必要単

位数を超えた科目 

  

0～6 

小計 64 8 20 

専門科目の合計 92 

 合   計（内  訳） 80 8 36 

 教養科目・専門科目の合計単位数 124 

 （注1）学部共通科目の選択科目（*）の単位は，学科専門科目の選択単位数に算入できる。 

 （注2）留学生科目（†）の単位の取り扱いは及び留学生以外の学生の同科目の履修等については「留

学生科目に関する申し合せ」を参照すること。 
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行動情報学科（ＡＢＰ留学生コースを除く。） 

科目区分 授業科目 必修 選択必修 選択 

教  

 

養  

 

科  

 

目 

基軸教育科目 新入生セミナー   0～2 

情報処理   0～2 

英語 2  0～8 

初修外国語 2  0～8 

健康体育   0～4 

キャリア形成科目   0～2 

現代教養科目 個別分野科目 8  0～4 

学際科目 4  0～2 

留学生科目 † 日本語   0～12 

日本事情   0～2 

教職等資格科目 教職教養科目   0～6 

 小   計 16  16 

 教養科目の合計 32 

  

専門科目 

学部共通科目 16  * 

 学科専門科目 41 14 15～21 

  他大学，他学部，他学科の専門科目   0～6 

  小計 57 14 21 

専門科目の合計 92 

 合   計（内  訳） 73 14 37 

 教養科目・専門科目の合計単位数 124 

（注1）学部共通科目の選択科目（*）の単位は，学科専門科目の選択単位数に算入できる。 

（注2）留学生科目（†）の単位の取り扱いは及び留学生以外の学生の同科目の履修等については「留

学生科目に関する申し合せ」を参照すること。 
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行動情報学科（ＡＢＰ留学生コースを除く。） 

科目区分 授業科目 必修 選択必修 選択 

教  

 

養  

 

科  

 

目 

基軸教育科目 新入生セミナー   0～2 

情報処理   0～2 

英語 2  0～8 

初修外国語 2  0～8 

健康体育   0～4 

キャリア形成科目   0～2 

現代教養科目 個別分野科目 8  0～4 

学際科目 4  0～2 

留学生科目 † 日本語   0～12 

日本事情   0～2 

教職等資格科目 教職教養科目   0～6 

 小   計 16  16 

 教養科目の合計 32 

  

専門科目 

学部共通科目 16  * 

 学科専門科目 41 14 15～21 

  他大学，他学部，他学科の専門科目   0～6 

  小計 57 14 21 

専門科目の合計 92 

 合   計（内  訳） 73 14 37 

 教養科目・専門科目の合計単位数 124 

（注1）学部共通科目の選択科目（*）の単位は，学科専門科目の選択単位数に算入できる。 

（注2）留学生科目（†）の単位の取り扱いは及び留学生以外の学生の同科目の履修等については「留

学生科目に関する申し合せ」を参照すること。 
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情報社会学科（ＡＢＰ留学生コースを除く。） 

科目区分 授業科目 必修 選択必修 選択 

教

 

養

 

科

 

目 

基軸教育科目 新入生セミナー   0～2 

情報処理   0～2 

英語 2  0～8 

初修外国語 2  0～8 

健康体育   0～4 

キャリア形成科目   0～2 

現代教養科目 個別分野科目 8  0～4 

学際科目 4  0～2 

留学生科目 † 日本語   0～12 

日本事情   0～2 

教職等資格科目 教職教養科目   0～6 

 小   計 16  16 

 教養科目の合計 32 

  

 

専門科目 

学部共通科目 16  * 

 学科専門科目 17 17 36～42 

 (1) 他大学，他学部，他学科の専門

科目 

(2) 教養科目の語学系科目で必要単

位数を超えた科目 

  

0～6 

小計 33 17 42 

専門科目の合計 92 

 合   計（内  訳） 49 17 58 

 教養科目・専門科目の合計単位数 124 

（注1）学部共通科目の選択科目（*）の単位は，学科専門科目の選択単位数に算入できる。 

（注2）留学生科目（†）の単位の取り扱いは及び留学生以外の学生の同科目の履修等については「留

学生科目に関する申し合せ」を参照すること。 
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卒業所要単位表（ＡＢＰ留学生コース） 

 

情報科学科（ＡＢＰ留学生コース） 

科目区分 授業科目 必修 選択必修 選択 

教

 

養

 

科

 

目 

基軸教育科目 新入生セミナー    

情報処理    

英語 2   

初修外国語 2   

健康体育    

フィールドワーク 2  8 

キャリア形成科目    

現代教養科目 個別分野科目 4   

学際科目 4   

留学生科目 † 日本語    

日本事情    

基礎日本語 10   

 小   計 24  8 

 教養科目の合計 32 

  

専門科目 

学部共通科目 16  * 

 学科専門科目 48 8 14～20 

 (1) 他大学，他学部，他学科の専門

科目 

(2) 教養科目の語学系科目で必要単

位数を超えた科目 

  0～6 

  小計 64 8 20 

  専門科目の合計 92 

 合   計（内  訳） 88 8 28 

 教養科目・専門科目の合計単位数 124 

（注1）学部共通科目の選択科目（*）の単位は，学科専門科目の選択単位数に算入できる。 

（注2）留学生科目（†）の単位の取り扱いは及び留学生以外の学生の同科目の履修等については「留

学生科目に関する申し合せ」を参照すること。 
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卒業所要単位表（ＡＢＰ留学生コース） 

 

情報科学科（ＡＢＰ留学生コース） 

科目区分 授業科目 必修 選択必修 選択 

教

 

養

 

科

 

目 

基軸教育科目 新入生セミナー    

情報処理    

英語 2   

初修外国語 2   

健康体育    

フィールドワーク 2  8 

キャリア形成科目    

現代教養科目 個別分野科目 4   

学際科目 4   

留学生科目 † 日本語    

日本事情    

基礎日本語 10   

 小   計 24  8 

 教養科目の合計 32 

  

専門科目 

学部共通科目 16  * 

 学科専門科目 48 8 14～20 

 (1) 他大学，他学部，他学科の専門

科目 

(2) 教養科目の語学系科目で必要単

位数を超えた科目 

  0～6 

  小計 64 8 20 

  専門科目の合計 92 

 合   計（内  訳） 88 8 28 

 教養科目・専門科目の合計単位数 124 

（注1）学部共通科目の選択科目（*）の単位は，学科専門科目の選択単位数に算入できる。 

（注2）留学生科目（†）の単位の取り扱いは及び留学生以外の学生の同科目の履修等については「留

学生科目に関する申し合せ」を参照すること。 
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行動情報学科（ＡＢＰ留学生コース） 

科目区分 授業科目 必修 選択必修 選択 

教

 

養

 

科

 

目 

基軸教育科目 新入生セミナー    

情報処理    

英語 2   

初修外国語 2   

健康体育    

フィールドワーク 2  8 

キャリア形成科目    

現代教養科目 個別分野科目 4   

学際科目 4   

留学生科目 † 日本語    

日本事情    

基礎日本語 10   

 小   計 24  8 

 教養科目の合計 32 

  

専門科目 

学部共通科目 16  * 

 学科専門科目 40 15 15～21 

 他大学，他学部，他学科の専門科目   0～6 

  小計 56 15 21 

  専門科目の合計 92 

 合   計（内  訳） 80 15 29 

 教養科目・専門科目の合計単位数 124 

（注1）学部共通科目の選択科目（*）の単位は，学科専門科目の選択単位数に算入できる。 

（注2）留学生科目（†）の単位の取り扱いは及び留学生以外の学生の同科目の履修等については「留

学生科目に関する申し合せ」を参照すること。 
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情報社会学科（ＡＢＰ留学生コース） 

科目区分 授業科目 必修 選択必修 選択 

教

 

養

 

科

 

目 

基軸教育科目 新入生セミナー    

情報処理    

英語 2   

初修外国語 2   

健康体育    

フィールドワーク 2  8 

キャリア形成科目    

現代教養科目 個別分野科目 4   

学際科目 4   

留学生科目 † 日本語    

日本事情    

基礎日本語 10   

 小   計 24  8 

 教養科目の合計 32 

  

専門科目 

学部共通科目 16  * 

 学科専門科目 15 19 36～42 

 (1) 他大学，他学部，他学科の専門

科目 

(2) 教養科目の語学系科目で必要単

位数を超えた科目 

  0～6 

  小計 31 19 42 

  専門科目の合計 92 

 合   計（内  訳） 55 19 50 

 教養科目・専門科目の合計単位数 124 

（注1）学部共通科目の選択科目（*）の単位は，学科専門科目の選択単位数に算入できる。 

（注2）留学生科目（†）の単位の取り扱いは及び留学生以外の学生の同科目の履修等については「留

学生科目に関する申し合せ」を参照すること。 
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情報社会学科（ＡＢＰ留学生コース） 

科目区分 授業科目 必修 選択必修 選択 

教

 

養

 

科

 

目 

基軸教育科目 新入生セミナー    

情報処理    

英語 2   

初修外国語 2   

健康体育    

フィールドワーク 2  8 

キャリア形成科目    

現代教養科目 個別分野科目 4   

学際科目 4   

留学生科目 † 日本語    

日本事情    

基礎日本語 10   

 小   計 24  8 

 教養科目の合計 32 

  

専門科目 

学部共通科目 16  * 

 学科専門科目 15 19 36～42 

 (1) 他大学，他学部，他学科の専門

科目 

(2) 教養科目の語学系科目で必要単

位数を超えた科目 

  0～6 

  小計 31 19 42 

  専門科目の合計 92 

 合   計（内  訳） 55 19 50 

 教養科目・専門科目の合計単位数 124 

（注1）学部共通科目の選択科目（*）の単位は，学科専門科目の選択単位数に算入できる。 

（注2）留学生科目（†）の単位の取り扱いは及び留学生以外の学生の同科目の履修等については「留

学生科目に関する申し合せ」を参照すること。 
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別表 III 教職に関する科目(静岡大学情報学部規則第１７条関係) 

 

（注）別表Ⅲにおける「必修または指定する科目」とは、「卒業するためには必ず修めるべき」という意

味ではなく、「教員免許状を取得するためには必ず修めるべき」科目という意味です。 
情報科学科                       ◎印は、必修または指定する科目。 

区 

分 
授  業  科  目 

高等学校教諭 

一種免許状 
 年次 免許法に掲げる科目 

免

許

法

施

行

規

則

に

定

め

る

科

目 

日本国憲法 

健康体育Ⅰ 

健康体育Ⅱ 

コミュニケーションスキルズⅠ 

 ◎2単位 

 ◎1単位 

 ◎1単位 

 ◎1単位 

1～3 

1～3 

1～3 

1 

教育職員免許法施行規則 

第 66条の 6に定める科目 

 

 

 

 

 

   8科目の中から 1科目 

   を必ず履修すること 

コミュニケーションスキルズⅡ 

英語コミュニケーションⅠ 

英語コミュニケーションⅡ 

英語ディスカッション 

英語インテンシブ A 

英語インテンシブ B 

英語海外研修 A 

英語海外研修 B 

   1単位 

  1単位 

  1単位 

  2単位 

2単位 

2単位 

2単位 

2単位 

2 

1 

1～2 

1～2 

1 

2 

1～4 

1～4 

情報処理 

コンピュータシステム演習 

 ◎2単位 

 ◎1単位 

1 

1 

教

職

に

関

す

る

科

目 

教職入門Ⅰ 

教職入門Ⅱ 

 ◎1単位 

 ◎1単位 

1 

2 

教職の意義等に関する科目 

教育の原理 

発達と学習 

教育と社会 

 ◎2単位 

 ◎2単位 

 ◎2単位 

2～4 

2～4 

2～4 

教育の基礎理論に関する科目 

教育課程の意義と方法 

教育の方法及び技術 

情報科教育法Ⅰ 

情報科教育法Ⅱ 

特別活動論 

 ◎1単位 

◎1単位 

 ◎2単位 

 ◎2単位 

 ◎2単位 

3 

3 

3 

3 

3～4 

教育課程及び指導法に関する科目 

生徒指導(進路指導の理論及び方法

を含む。) 

教育相談 

 ◎2単位 

 

 ◎2単位 

3 

 

3 

生徒指導、教育相談及び進路指導

に関する科目 

 

教職実践演習（中・高）  ◎2単位 4 教職実践演習 

教育実習事前・事後指導 

教育実習 

 ◎1単位 

 ◎2単位 

3～4 

4 

教育実習 

教

科

に

関

す

る

科

目 

情報学総論 

情報倫理と法 

情報管理社会論 

 ◎2単位 

 ◎2単位 

◎2単位 

1 

2 

2 

情報社会及び情報倫理 

コンピュータ入門 

プログラミング 

アルゴリズムとデータ構造Ⅰ-CS 

アルゴリズムとデータ構造Ⅱ 

ディジタル信号処理 

情報科学実験Ⅰ 

情報科学実験Ⅲ 

オペレーティングシステム 

 ◎2単位 

 ◎3単位 

 ◎2単位  

  2単位 

  2単位 

  2単位 

  2単位 

  2単位 

1 

1 

2 

2 

2 

3 

3 

3 

コンピュータ及び情報処理 

(実習を含む) 
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教

科 

に

関

す

る

科

目 

問題分析とモデリング 

データベースシステム論 

環境・地理情報システム論 

人工知能 

システム要求分析設計 
ヒューマンインターフェース及び演習 

 ◎2単位 

 ◎2単位 

  2単位  

  2単位 

 ◎2単位 

  2単位 

2 

2 

2 

3 

3 

3 

情報システム 

(実習を含む） 

情報理論 

コンピュータネットワーク 

情報セキリュティ 

  2単位 

 ◎2単位 

  2単位 

2 

2 

3 

情報通信ネットワーク          

(実習を含む) 

Webデザイン論 

シミュレーション 

 ◎2単位   

 ◎2単位 

2 

3 

マルチメディア表現及び技術     

(実習を含む) 

情報職業論 

プロジェクトマネジメント 

 ◎2単位 

2単位 

2 

3 

情報と職業 

免許状取得に必要な 

最低修得単位数 
67単位 

内

訳 

免許法施行規則に定める科目   8単位 

教職に関する科目 23単位 

教科に関する科目 20単位 

教科・教職に関する科目 16単位 

 

 

（注）「教科・教職に関する科目」の 16単位は、「教職に関する科目」のうち 23単位を超える単位と、「教

科に関する科目」のうち 20単位を超える単位とを合計した単位のことです。すなわち、「教職に関する

科目」が 23単位以上、「教科に関する科目」が 20単位以上、これら 2つの合計が 59単位以上

（=23+20+16）修得できていればよいということです。 

（注）「教科に関する科目」においては、「情報社会及び情報倫理」「コンピュータ及び情報処理」「情報シ

ステム」「情報通信ネットワーク」「マルチメディア表現及び技術」「情報と職業」のそれぞれのカテ

ゴリの中から 2単位以上の修得が必要です。  
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教

科 

に

関

す

る

科

目 

問題分析とモデリング 

データベースシステム論 

環境・地理情報システム論 

人工知能 

システム要求分析設計 
ヒューマンインターフェース及び演習 

 ◎2単位 

 ◎2単位 

  2単位  

  2単位 

 ◎2単位 

  2単位 

2 

2 

2 

3 

3 

3 

情報システム 

(実習を含む） 

情報理論 

コンピュータネットワーク 

情報セキリュティ 

  2単位 

 ◎2単位 

  2単位 

2 

2 

3 

情報通信ネットワーク          

(実習を含む) 

Webデザイン論 

シミュレーション 

 ◎2単位   

 ◎2単位 

2 

3 

マルチメディア表現及び技術     

(実習を含む) 

情報職業論 

プロジェクトマネジメント 

 ◎2単位 

2単位 

2 

3 

情報と職業 

免許状取得に必要な 

最低修得単位数 
67単位 

内

訳 

免許法施行規則に定める科目   8単位 

教職に関する科目 23単位 

教科に関する科目 20単位 

教科・教職に関する科目 16単位 

 

 

（注）「教科・教職に関する科目」の 16単位は、「教職に関する科目」のうち 23単位を超える単位と、「教

科に関する科目」のうち 20単位を超える単位とを合計した単位のことです。すなわち、「教職に関する

科目」が 23単位以上、「教科に関する科目」が 20単位以上、これら 2つの合計が 59単位以上

（=23+20+16）修得できていればよいということです。 

（注）「教科に関する科目」においては、「情報社会及び情報倫理」「コンピュータ及び情報処理」「情報シ

ステム」「情報通信ネットワーク」「マルチメディア表現及び技術」「情報と職業」のそれぞれのカテ

ゴリの中から 2単位以上の修得が必要です。  
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行動情報学科                          ◎印は、必修または指定する科目。 

区

分 
授  業  科  目 

高等学校教諭 

一種免許状 
年次 免許法に掲げる科目 

免

許

法

施

行

規

則

に

定

め

る

科

目 

日本国憲法 

健康体育Ⅰ 

健康体育Ⅱ 

コミュニケーションスキルズⅠ 

 ◎2単位 

 ◎1単位 

 ◎1単位 

 ◎1単位 

1～3 

1～3 

1～3 

1 

教育職員免許法施行規則 

第66条の6に定める科目 

 

 

 

 

 

   8科目の中から 1科目 

を必ず履修すること 

コミュニケーションスキルズⅡ 

英語コミュニケーションⅠ 

英語コミュニケーションⅡ 

英語ディスカッション 

英語インテンシブA 

英語インテンシブB 

英語海外研修A 

英語海外研修B 

  1単位 

   1単位 

1単位 

2単位 

2単位 

2単位 

2単位 

2単位 

2 

1 

1～2 

1～2 

1 

2 

1～4 

1～4 

情報処理 

コンピュータシステム演習 

 ◎2単位 

 ◎1単位 

1 

1 

教

職

に

関

す

る

科

目 

教職入門Ⅰ 

教職入門Ⅱ 

 ◎1単位 

 ◎1単位 

1 

2 

教職の意義等に関する科目 

教育の原理 

発達と学習 

教育と社会 

 ◎2単位 

 ◎2単位 

 ◎2単位 

2～4 

2～4 

2～4 

教育の基礎理論に関する科目 

教育課程の意義と方法 

教育の方法及び技術 

情報科教育法Ⅰ 

情報科教育法Ⅱ 

特別活動論 

 ◎1単位 

◎1単位 

 ◎2単位 

 ◎2単位 

 ◎2単位 

3 

3 

3 

3 

3～4 

教育課程及び指導法に関する科目 

生徒指導(進路指導の理論及び方法を含

む。) 

教育相談 

 ◎2単位 

 

 ◎2単位 

3 

 

3 

生徒指導、教育相談及び進路指導に

関する科目 

教職実践演習（中・高）  ◎2単位 4 教職実践演習 

教育実習事前・事後指導 

教育実習 

 ◎1単位 

 ◎2単位 

3～4 

4 

教育実習 

教

科 

に

関

す

る 

科

目 

情報学総論 

情報社会論 

情報倫理と法 

情報管理社会論 

統治システム論 

 ◎2単位 

  2単位 

 ◎2単位 

  2単位 

2単位 

1 

1 

2 

2 

2 

情報社会及び情報倫理 

アルゴリズムとデータ構造基礎 

データ処理プログラミング 

データ分析応用論 

データ分析応用演習 

 ◎2単位 

 ◎2単位 

 ◎2単位 

  2単位  

2 

2 

2 

2 

コンピュータ及び情報処理 

（実習を含む） 

情報システム基礎演習 

ユーザビリティ設計・評価論 

ユーザビリティ設計・評価演習 

情報システム開発演習 

システムマネジメント 

知的情報システム開発 

 ◎2単位 

  2単位 

  2単位 

  2単位 

  2単位 

  2単位 

2 

2 

3 

3 

3 

3 

情報システム 

（実習を含む） 
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教

科

に

関

す

る 

科

目 

コンピュータネットワーク基礎 

情報理論 

情報セキリュティ 

 ◎2単位 

  2単位 

  2単位 

1 

2 

3 

情報通信ネットワーク 

（実習を含む） 

Webシステム設計演習 

視聴覚教育メディア論 

情報資産構築演習 

 ◎2単位 

 ◎2単位 

  2単位 

2 

3 

3 

マルチメディア表現及び技術 

（実習を含む） 

情報職業論 

情報・ネットワーク経済と競争 

プロジェクトマネジメント 

産業社会行動分析 

金融システム論 

 ◎2単位 

  2単位 

  2単位 

  2単位 

  2単位 

2 

2 

3 

3 

3 

情報と職業 

 

免許状取得に必要な 

最低修得単位数 
67単位 

内

訳 

免許法施行規則に定める科目   8単位 

教職に関する科目 23単位 

教科に関する科目 20単位 

教科・教職に関する科目 16単位 

 

 

（注）「教科・教職に関する科目」の 16単位は、「教職に関する科目」のうち 23単位を超える単位と、「教

科に関する科目」のうち 20単位を超える単位とを合計した単位のことです。すなわち、「教職に関する

科目」が 23単位以上、「教科に関する科目」が 20単位以上、これら 2つの合計が 59単位以上

（=23+20+16）修得できていればよいということです。 

（注）「教科に関する科目」においては、「情報社会及び情報倫理」「コンピュータ及び情報処理」「情報シ

ステム」「情報通信ネットワーク」「マルチメディア表現及び技術」「情報と職業」のそれぞれのカテ

ゴリの中から 2単位以上の修得が必要です。  
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教

科

に

関

す

る 

科

目 

コンピュータネットワーク基礎 

情報理論 

情報セキリュティ 

 ◎2単位 

  2単位 

  2単位 

1 

2 

3 

情報通信ネットワーク 

（実習を含む） 

Webシステム設計演習 

視聴覚教育メディア論 

情報資産構築演習 

 ◎2単位 

 ◎2単位 

  2単位 

2 

3 

3 

マルチメディア表現及び技術 

（実習を含む） 

情報職業論 

情報・ネットワーク経済と競争 

プロジェクトマネジメント 

産業社会行動分析 

金融システム論 

 ◎2単位 

  2単位 

  2単位 

  2単位 

  2単位 

2 

2 

3 

3 

3 

情報と職業 

 

免許状取得に必要な 

最低修得単位数 
67単位 

内

訳 

免許法施行規則に定める科目   8単位 

教職に関する科目 23単位 

教科に関する科目 20単位 

教科・教職に関する科目 16単位 

 

 

（注）「教科・教職に関する科目」の 16単位は、「教職に関する科目」のうち 23単位を超える単位と、「教

科に関する科目」のうち 20単位を超える単位とを合計した単位のことです。すなわち、「教職に関する

科目」が 23単位以上、「教科に関する科目」が 20単位以上、これら 2つの合計が 59単位以上

（=23+20+16）修得できていればよいということです。 

（注）「教科に関する科目」においては、「情報社会及び情報倫理」「コンピュータ及び情報処理」「情報シ

ステム」「情報通信ネットワーク」「マルチメディア表現及び技術」「情報と職業」のそれぞれのカテ

ゴリの中から 2単位以上の修得が必要です。  
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情報社会学科                          ◎印は、必修または指定する科目。 

区

分 
授  業  科  目 

高等学校教諭 

一種免許状 
年次 免許法に掲げる科目 

免

許

法

施

行

規

則

に

定

め

る

科

目 

日本国憲法 

健康体育Ⅰ 

健康体育Ⅱ 

コミュニケーションスキルズⅠ 

 ◎2単位 

 ◎1単位 

 ◎1単位 

 ◎1単位 

1～3 

1～3 

1～3 

1 

教育職員免許法施行規則 

第66条の6に定める科目 

 

 

 

 

 

   8科目の中から 1科目 

を必ず履修すること 

コミュニケーションスキルズⅡ 

英語コミュニケーションⅠ 

英語コミュニケーションⅡ 

英語ディスカッション 

英語インテンシブA 

英語インテンシブB 

英語海外研修A 

英語海外研修B 

  1単位 

   1単位 

1単位 

2単位 

2単位 

2単位 

2単位 

2単位 

2 

1 

1～2 

1～2 

1 

2 

1～4 

1～4 

情報処理 

コンピュータシステム演習 

 ◎2単位 

 ◎1単位 

1 

1 

教

職

に

関

す

る

科

目 

教職入門Ⅰ 

教職入門Ⅱ 

 ◎1単位 

 ◎1単位 

1 

2 

教職の意義等に関する科目 

教育の原理 

発達と学習 

教育と社会 

 ◎2単位 

 ◎2単位 

 ◎2単位 

2～4 

2～4 

2～4 

教育の基礎理論に関する科目 

教育課程の意義と方法 

教育の方法及び技術 

情報科教育法Ⅰ 

情報科教育法Ⅱ 

特別活動論 

 ◎1単位 

◎1単位 

 ◎2単位 

 ◎2単位 

 ◎2単位 

3 

3 

3 

3 

3～4 

教育課程及び指導法に関する科目 

生徒指導(進路指導の理論及び方法を含

む。) 

教育相談 

 ◎2単位 

 

 ◎2単位 

3 

 

3 

生徒指導、教育相談及び進路指導に

関する科目 

教職実践演習（中・高）  ◎2単位 4 教職実践演習 

教育実習事前・事後指導 

教育実習 

 ◎1単位 

 ◎2単位 

3～4 

4 

教育実習 

教

科 

に

関

す

る 

科

目 

情報学総論 

情報倫理と法 

情報管理社会論 

情報社会思想 

 ◎2単位 

 ◎2単位 

 ◎2単位 

  2単位 

1 

2 

2 

2 

情報社会及び情報倫理 

コンピュータ入門 

プログラミング 

アルゴリズムとデータ構造Ⅱ 

プログラミング方法論 

応用プログラミング 

 ◎2単位 

 ◎3単位 

  2単位 

  2単位 

  2単位 

1 

1 

2 

2 

2 

コンピュータ及び情報処理 

（実習を含む） 

問題分析とモデリング 

データベース論 

環境・地理情報システム論 

人工知能 

 ◎2単位 

 ◎2単位 

 ◎2単位 

  2単位 

1 

2 

2 

3 

情報システム 

（実習を含む） 
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教

科

に

関

す

る 

科

目 

コンピュータネットワーク 

情報セキリュティ 

 ◎2単位 

 ◎2単位 

2 

3 

情報通信ネットワーク 

（実習を含む） 

Webデザイン論 

シミュレーション 

 ◎2単位 

  2単位 

2 

3 

マルチメディア表現及び技術 

（実習を含む） 

プロジェクトマネジメント 

情報職業論 

 ◎2単位 

 ◎2単位 

3 

2 

情報と職業 

 

免許状取得に必要な 

最低修得単位数 
67単位 

内

訳 

免許法施行規則に定める科目   8単位 

教職に関する科目 23単位 

教科に関する科目 20単位 

教科・教職に関する科目 16単位 

 

 

（注）「教科・教職に関する科目」の 16単位は、「教職に関する科目」のうち 23単位を超える単位と、「教

科に関する科目」のうち 20単位を超える単位とを合計した単位のことです。すなわち、「教職に関する

科目」が 23単位以上、「教科に関する科目」が 20単位以上、これら 2つの合計が 59単位以上

（=23+20+16）修得できていればよいということです。 

（注）「教科に関する科目」においては、「情報社会及び情報倫理」「コンピュータ及び情報処理」「情報シ

ステム」「情報通信ネットワーク」「マルチメディア表現及び技術」「情報と職業」のそれぞれのカテ

ゴリの中から 2単位以上の修得が必要です。  
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教

科

に

関

す

る 

科

目 

コンピュータネットワーク 

情報セキリュティ 

 ◎2単位 

 ◎2単位 

2 

3 

情報通信ネットワーク 

（実習を含む） 

Webデザイン論 

シミュレーション 

 ◎2単位 

  2単位 

2 

3 

マルチメディア表現及び技術 

（実習を含む） 

プロジェクトマネジメント 

情報職業論 

 ◎2単位 

 ◎2単位 

3 

2 

情報と職業 

 

免許状取得に必要な 

最低修得単位数 
67単位 

内

訳 

免許法施行規則に定める科目   8単位 

教職に関する科目 23単位 

教科に関する科目 20単位 

教科・教職に関する科目 16単位 

 

 

（注）「教科・教職に関する科目」の 16単位は、「教職に関する科目」のうち 23単位を超える単位と、「教

科に関する科目」のうち 20単位を超える単位とを合計した単位のことです。すなわち、「教職に関する

科目」が 23単位以上、「教科に関する科目」が 20単位以上、これら 2つの合計が 59単位以上

（=23+20+16）修得できていればよいということです。 

（注）「教科に関する科目」においては、「情報社会及び情報倫理」「コンピュータ及び情報処理」「情報シ

ステム」「情報通信ネットワーク」「マルチメディア表現及び技術」「情報と職業」のそれぞれのカテ

ゴリの中から 2単位以上の修得が必要です。  
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別表Ⅳ 学芸員に関する科目（静岡大学情報学部規則第１７条の２関係） 

 

【博物館学関係】 

授  業  科  目 単位数 講義・ 
演習の 
別 

年次 備    考 

博物館概論   ２ 講   １ 博物館実習の学習 

期間は、３年次通 

年で学外実習を含 

む。 

 生涯学習概論   ２ 講   ２ 

博物館資料論   ２ 講 １～２ 

 博物館経営論 ２ 講   １～２ 

 博物館資料保存論 

 

 

  ２ 

 

講  

 

  １～２ 

  博物館展示論 

 

  ２ 講   １～２ 

 博物館教育論   ２ 講   １～２ 

 博物館情報・メディア論   ２ 講   １～２ 

博物館実習   ３ 実     ３ 

 資格取得に必要な最低修得単位数    １９単位 

 
 
【博物館学(専門科目)関係】 

授  業  科  目 単位数 
講義・ 

演習の 

別 

年次 備    考 

 歴史史料演習Ⅰ 

 

 

  ２  演   ２  

 歴史史料演習Ⅱ 

 

  ２  演   ３ 

 美術とメディア   ２  講   ２ 

 考古資料論   ２  講   ２ 

 民俗資料論   ２  講   ２ 

アーカイブ管理論   ２  講 ３～４ 

※ 特に資料整理を専門分野とする学芸員を目指す学生に履修が推奨される科目です。 
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その他学部内規則等
［1］静岡大学情報学部転学部・転学科学生受入内規 

（平成8年11月21日制定） 
（平成25年12月19日改正） 

1. 転学部・転学科の学生の受入は、静岡大学学則

第35条、静岡大学情報学部規則第19条に定め
るものの外、この内規に基づいて行う。 

2. 転学部又は転学科を希望する学生の申込期間

は、原則として12月の第1月曜日から第2金曜日
までとする。 

3. 転学部・転学科の学生の受入数は若干名とし、

選考は各学科毎に行う。 

4. 転入学年は、個々の学生の事情を考慮して決定

する。 

5. 転学部又は転学科を志望する学生は、所定の用

紙により本学部教務係に願い出ることとする。 

6. 学科長は、学科の了承を得た後、選考結果及び

選考経過を教授会に報告する。 

7. 教授会は受入学生の決定を行う。 

附則 
この規則は、平成26年4月1日から施行する。 

 
［2］静岡大学情報学部3年次編入学生の教育課程に関

する内規 
（平成8年10月24日制定） 
（平成25年2月21日改正） 
（平成28年3月4日改正） 

（趣旨） 
第1条 この内規は、静岡大学情報学部規則（以下「規

則」という。）第20条第2項に基づき、編入学を許
可された者の履修方法及び卒業認定等について

定める。 
（履修方法等） 
第2条 3年次へ編入学した者（以下「編入学生」とい

う。）の授業科目、単位及び履修方法は、情報学

部規則に定めるところによるほか、次のとおりとす

る。 
（1） 情報社会学科への編入学生が編入学前に他の

大学等で修得した単位のうち、12単位を、本学部
における専門科目の履修により修得したものとみ

なし、本学部における専門科目12単位の履修を
免除する。更に、情報社会学科への編入学生が

編入学前に他の大学等で修得した単位のうち、

14単位を限度とし、専門科目として、個別に認定
することができる。 

（2） 情報科学科及び行動情報学科への編入学生が
編入学前に他の大学等で修得した単位のうち、

本学科１、２年次開講科目の総単位数を上限に、

専門科目として、個別に認定することができる。 
（卒業認定） 
第3条 編入学生の卒業において必要な単位は、次の

とおりとする。 

区分 

卒業に必要な 

単位 

本学において履修

すべき単位 

情報科

学科・行

動情報

学科 

情報社

会学科 

情報科

学科・行

動情報

学科 

情報社

会学科 

全学

教育

科目 

32 32 4 4 

専門

科目 
92 92 92 80 

計 124 124 96 84 

第2条に基づき個別に認定した専門科目の単位
は、上記の92又は80単位の中に含めることができ
る。 

第4条 この内規に定めるもののほか、必要な事項に

ついては、教授会が決定する。 
附則 
 この内規は、平成27年度編入学生から適用する。平
成26年度生までは従前どおり。 
 
［3］静岡大学情報学部3年次編入学生の教育課程に関

する内規改訂に伴う申し合わせ 
（平成14年2月21日制定） 

 編入学生が時間割編成の都合で、編入学後、2年間
で卒業できない事態を招かないように履修方法等に関

して以下の措置を実施する。 
（1） 教務委員会は時間割編成において、3－4年次の

必修科目や選択必修科目と1－2年次の必修科目
や選択必修科目が重ならないように最大限の配慮

を行う。 
（2） 各科目担当教員と指導教員は編入学生が2年間

で卒業できる履修計画を実現するための特段の

指導を行う。 
 
［4］静岡大学情報学部学生福利厚生会規則 

（平成7年12月14日制定） 
（平成23年6月23日最終改正） 

（名称） 
第1条 本会は静岡大学情報学部学生福利厚生会と

いう。 



− 119 −87 

その他学部内規則等
［1］静岡大学情報学部転学部・転学科学生受入内規 

（平成8年11月21日制定） 
（平成25年12月19日改正） 

1. 転学部・転学科の学生の受入は、静岡大学学則

第35条、静岡大学情報学部規則第19条に定め
るものの外、この内規に基づいて行う。 

2. 転学部又は転学科を希望する学生の申込期間

は、原則として12月の第1月曜日から第2金曜日
までとする。 

3. 転学部・転学科の学生の受入数は若干名とし、

選考は各学科毎に行う。 

4. 転入学年は、個々の学生の事情を考慮して決定

する。 

5. 転学部又は転学科を志望する学生は、所定の用

紙により本学部教務係に願い出ることとする。 

6. 学科長は、学科の了承を得た後、選考結果及び

選考経過を教授会に報告する。 

7. 教授会は受入学生の決定を行う。 

附則 
この規則は、平成26年4月1日から施行する。 

 
［2］静岡大学情報学部3年次編入学生の教育課程に関

する内規 
（平成8年10月24日制定） 
（平成25年2月21日改正） 
（平成28年3月4日改正） 

（趣旨） 
第1条 この内規は、静岡大学情報学部規則（以下「規

則」という。）第20条第2項に基づき、編入学を許
可された者の履修方法及び卒業認定等について

定める。 
（履修方法等） 
第2条 3年次へ編入学した者（以下「編入学生」とい

う。）の授業科目、単位及び履修方法は、情報学

部規則に定めるところによるほか、次のとおりとす

る。 
（1） 情報社会学科への編入学生が編入学前に他の

大学等で修得した単位のうち、12単位を、本学部
における専門科目の履修により修得したものとみ

なし、本学部における専門科目12単位の履修を
免除する。更に、情報社会学科への編入学生が

編入学前に他の大学等で修得した単位のうち、

14単位を限度とし、専門科目として、個別に認定
することができる。 

（2） 情報科学科及び行動情報学科への編入学生が
編入学前に他の大学等で修得した単位のうち、

本学科１、２年次開講科目の総単位数を上限に、

専門科目として、個別に認定することができる。 
（卒業認定） 
第3条 編入学生の卒業において必要な単位は、次の

とおりとする。 

区分 

卒業に必要な 

単位 

本学において履修

すべき単位 

情報科

学科・行

動情報

学科 

情報社

会学科 

情報科

学科・行

動情報

学科 

情報社

会学科 

全学

教育

科目 

32 32 4 4 

専門

科目 
92 92 92 80 

計 124 124 96 84 

第2条に基づき個別に認定した専門科目の単位
は、上記の92又は80単位の中に含めることができ
る。 

第4条 この内規に定めるもののほか、必要な事項に

ついては、教授会が決定する。 
附則 
 この内規は、平成27年度編入学生から適用する。平
成26年度生までは従前どおり。 
 
［3］静岡大学情報学部3年次編入学生の教育課程に関

する内規改訂に伴う申し合わせ 
（平成14年2月21日制定） 

 編入学生が時間割編成の都合で、編入学後、2年間
で卒業できない事態を招かないように履修方法等に関

して以下の措置を実施する。 
（1） 教務委員会は時間割編成において、3－4年次の

必修科目や選択必修科目と1－2年次の必修科目
や選択必修科目が重ならないように最大限の配慮

を行う。 
（2） 各科目担当教員と指導教員は編入学生が2年間

で卒業できる履修計画を実現するための特段の

指導を行う。 
 
［4］静岡大学情報学部学生福利厚生会規則 

（平成7年12月14日制定） 
（平成23年6月23日最終改正） 

（名称） 
第1条 本会は静岡大学情報学部学生福利厚生会と

いう。 
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（事務所） 
第2条 本会の事務所を静岡大学情報学部内に置く。 
（目的） 
第3条 本会は、静岡大学情報学部学生に必要な福利

厚生などに関する事業の援助を図ることを目的とす

る。 
（事業） 
第4条 本会は、前条の目的を達成するために次の事

業を行う。 
（1） 学生の福利厚生の改善及び拡充に関すること。 
（2） 学習活動に関する援助 
（3） 就職に関する援助 
（4） 学部とその家族との連絡 
（5） その他目的達成のために必要と認められる事業 
（役員） 
第5条 本会に次の役員を置く。 
 理事長 1名 
 副理事長 1名 
 理事 9名 
 監査 2名 
 幹事 1名 
（役員の選出） 
第6条 役員の選出は、次に掲げるとおりとする。 
 理事長 学部長 
 副理事長  学生委員長 
 理事  キャリア支援室長及び教務委員長並びに

学生委員の中から1名、学生代表6名 
 監査  教務委員の中から1名、学生代表1名 
 幹事 事務長 
（役員の任期） 
第7条 役員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げな
い。役員に欠員を生じた場合は、前条により役員を

補充する。補充された役員の任期は、その者の任期

の残余期間とする。 
（役員の任務） 
第8条 役員の任務は、次に掲げるとおりとする。 
 理事長 本会を代表し、会務を統括し、役員会を

招集してその議長となる。 
 副理事長 理事長を補佐し、理事長事故あるときはこ

れを代理する。 
 理事 本会の運営に関する重要事項を審議す

る。 
 監査 本会の会計を監査する。 
（理事会） 
第9条 本会に理事会を置く。 
2 理事会は、第5条の監査を除く役員をもって組織し、
理事長が招集する。 

3 理事会は、毎年1回開催する。ただし、理事長は必
要に応じて臨時理事会を招集しなければならな

い。 
4 理事長は、理事会構成員の3分の1以上の者から開
催の請求があった場合は、理事会を招集しなけれ

ばならない。 
（所管事項） 
第10条 理事会は、次に掲げる事項を審議する。 

（1） 予算並びに決算に関する事項 
（2） 会の運営に関する事項 
（3） 規約の改廃 

（議決） 
第11条 理事会は、構成員の3分の2以上の出席をも

ってこれに充てる。 
2 会議の議決は、出席者の過半数をもって決し、可否

同数の場合は理事長の決するところによる。 
（経費） 
第12条 本会の経費は、会費並びに寄付金をもってこ

れに充てる。 
2 会費は次のとおりとし、入学の際に納入するものと

する。 
学部学生   20,000円（編入学、転入学の場合

は、10,000円） 
大学院学生   10,000円 

（会計年度） 
第13条 本会の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3

月31日に終わる。 
（報告） 
第14条 予算、決算に関する事項及び規則の改廃は、

教授会に報告するものとする。 
（事務処理） 
第15条 本会の事務を処理するため、幹事及び書記

を置く。 
2 書記は理事長が委嘱する。 
（帳簿） 



− 120 −89 

第16条 本会に、次の帳簿を置く。 
（1） 記録簿 
（2） 現金出納簿 
（3） 会費徴収簿並びに寄付金名簿 

（委任事項） 
第17条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に

定める。 
附則 
この規則は、平成23年6月23日から施行する。 
 
［5］静岡大学情報学部学生福利厚生会細則 

（平成8年4月25日制定） 
（平成18年10月12日最終改正） 

第1条  静岡大学情報学部福利厚生会規則（以下「会
則」という。）第17条の規定に基づき、この細則を
定める。 

（見舞金・弔慰金等） 
第2条 学生の住居先又は自宅が災害により罹災した

場合、あるいは学生が病気で入院した場合等は、

次の見舞金を贈る。 
（1） 風水害・地震・火災の場合（床上浸水、半焼、半

壊以上程度）       30,000円 
（2） 病気・負傷により入院した場合 

イ 1週間以上入院 5,000円 
ロ 1カ月以上入院 10,000円 

（3） 前号以外で全治1カ月以上の負傷の場合 
5,000円 

第3条 学生が授業中に負傷した場合は、当初の診断

費用全額及び移送料を支払う。 
第4条 学生が授業に必要な用具（眼鏡等を含む。）を

授業中に破損又は遺失した場合には、学生委員

会の判断により、1件5,000円を限度として補助金
を支払う。 

第5条 学生又は学生の父母（養父母を含む。）が死亡

した場合は、次の弔慰金を贈る。 
学生  50,000円 
学生の父母 10,000円 

（貸付金等） 
第6条 経済的困窮が著しく、奨学金が貸与されるまで

の期間、生活費・学費の援助を必要とする学生、

あるいは不慮の事故や家計支持者の失業等によ

り、急な経済的困窮に陥った学生を対象に特別

貸付金制度を設ける。 
第7条 貸付金は、学生福利厚生会会計に特別会計

を置き、特別会計の「特別貸付金」をもって充て

る。 
第8条 貸付金額は、1万円を単位とし、原則として1件

当たり20万円を限度とする。 
第9条 貸付金は無利子とし、貸与を受けた者は在学

中に返済するものとする。 
第10条 貸与を希望する者は、貸付金借用額及び貸

付金を必要とする事由を証明ないし詳細に説明

する書類を学務係に提出する。 
第11条 借用に当たっては、本人及び保証人が連署・

押印した借用書及び返済計画書を提出する。 
第12条 貸与の承認、貸付金額の決定に当たっては、

福利厚生会理事会はその議を経て、これらの任

務を学生委員会に委嘱することができる。 
（災害障害保険） 
第13条 会員は、財団法人日本国際教育支援協会の

「学生教育研究災害保険」に加入するものとし、

保険料は入会時に会費と併せて徴収し福利厚生

会が納付する。 
（旅費） 
第14条 会則第4条に規定する事業を遂行するために

理事又は教職員が出張する時は、静岡大学旅費

規則に準じて支給する。 
（経理） 
第15条 会費は、一般会計と特別会計に分け、理事長

名で銀行又は郵便局に預貯金する。利子は、資

金に繰り入れる。 
第16条 資金の支出は、理事長の命により幹事が行

う。 
附則 
 この細則は、平成18年10月12日から施行する。 
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第16条 本会に、次の帳簿を置く。 
（1） 記録簿 
（2） 現金出納簿 
（3） 会費徴収簿並びに寄付金名簿 

（委任事項） 
第17条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に

定める。 
附則 
この規則は、平成23年6月23日から施行する。 
 
［5］静岡大学情報学部学生福利厚生会細則 

（平成8年4月25日制定） 
（平成18年10月12日最終改正） 

第1条  静岡大学情報学部福利厚生会規則（以下「会
則」という。）第17条の規定に基づき、この細則を
定める。 

（見舞金・弔慰金等） 
第2条 学生の住居先又は自宅が災害により罹災した

場合、あるいは学生が病気で入院した場合等は、

次の見舞金を贈る。 
（1） 風水害・地震・火災の場合（床上浸水、半焼、半

壊以上程度）       30,000円 
（2） 病気・負傷により入院した場合 

イ 1週間以上入院 5,000円 
ロ 1カ月以上入院 10,000円 

（3） 前号以外で全治1カ月以上の負傷の場合 
5,000円 

第3条 学生が授業中に負傷した場合は、当初の診断

費用全額及び移送料を支払う。 
第4条 学生が授業に必要な用具（眼鏡等を含む。）を

授業中に破損又は遺失した場合には、学生委員

会の判断により、1件5,000円を限度として補助金
を支払う。 

第5条 学生又は学生の父母（養父母を含む。）が死亡

した場合は、次の弔慰金を贈る。 
学生  50,000円 
学生の父母 10,000円 

（貸付金等） 
第6条 経済的困窮が著しく、奨学金が貸与されるまで

の期間、生活費・学費の援助を必要とする学生、

あるいは不慮の事故や家計支持者の失業等によ

り、急な経済的困窮に陥った学生を対象に特別

貸付金制度を設ける。 
第7条 貸付金は、学生福利厚生会会計に特別会計

を置き、特別会計の「特別貸付金」をもって充て

る。 
第8条 貸付金額は、1万円を単位とし、原則として1件

当たり20万円を限度とする。 
第9条 貸付金は無利子とし、貸与を受けた者は在学

中に返済するものとする。 
第10条 貸与を希望する者は、貸付金借用額及び貸

付金を必要とする事由を証明ないし詳細に説明

する書類を学務係に提出する。 
第11条 借用に当たっては、本人及び保証人が連署・

押印した借用書及び返済計画書を提出する。 
第12条 貸与の承認、貸付金額の決定に当たっては、

福利厚生会理事会はその議を経て、これらの任

務を学生委員会に委嘱することができる。 
（災害障害保険） 
第13条 会員は、財団法人日本国際教育支援協会の

「学生教育研究災害保険」に加入するものとし、

保険料は入会時に会費と併せて徴収し福利厚生

会が納付する。 
（旅費） 
第14条 会則第4条に規定する事業を遂行するために

理事又は教職員が出張する時は、静岡大学旅費

規則に準じて支給する。 
（経理） 
第15条 会費は、一般会計と特別会計に分け、理事長

名で銀行又は郵便局に預貯金する。利子は、資

金に繰り入れる。 
第16条 資金の支出は、理事長の命により幹事が行

う。 
附則 
 この細則は、平成18年10月12日から施行する。 
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